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連邦種子法
1

 

（7 U.S.C. 1551-1611） 

 

州間および外国との種子の商取引を規制し、ラベル表示を求め、州間の商取引における種

子の虚偽表示を防止し、輸入される特定の種子について特定の基準を求め、さらにその他の

目的を遂行するための法律。 

アメリカ合衆国議会の上院および下院により制定されるこの法律は、「連邦種子法」とし

て言及される。 

 

第Ⅰ章 － 用語の定義 

 

条項101.
2
 (A) 以下の用語はこの法律の中で使用されるとき、以下に示す意味を持つ。 

（1）「合衆国」とは、複数の州、コロンビア特別区、およびプエルトリコ自治連邦区を意

味する。 

（2）「人」には、パートナーシップ、法人、会社、協会、または組合の意味が含まれる。 

（3）「州間の商取引」は、以下の意味を持つ。 

（A）いずれかの州、領土、属領、コロンビア特別区と、他のいずれかの州、領土、属

領、またはコロンビア特別区の間で行われる商取引、または 

（B）同一の州、領土、または属領、またはコロンビア特別区の中に位置する複数の地

点間で、それらの外のいずれかの場所を経由して行われる商取引、または 

（C）コロンビア特別区の中で行われる商取引 

（4）処理、品種、および原産地（これらを含むがこれらに限定しない）のラベル表示に関

するこの法律において、上の一般的な説明に記すケースに加え、別の州へ輸送するた

め、または別の州への輸送のために供給するため、または州内での播種を目的に調整

または洗浄し、調整または洗浄した種子を州の外に出荷するあらゆるケースを含む、

別の州で輸送を終了することを前提に、種子がある州から送られる、種子が輸送およ

び（または）売買の一部を形成する場合、またはそれらを目的に供給される場合、種

子は州間で商取引されている、または州間の商取引の輸送のために供給されているも

のと見なされる。通常、そのような商取引が同時に行われる種子は、この法律の規定

からそれに関した取引を排除することを目的とした手段または方法を通してそのよう

な流れの外にあるものとは見なされないものとする。 

（5）「外国との商取引」とは、合衆国、その属領、または合衆国のいずれかの領土と、い

                                       
1 1939年8月9日承認、53 Stat. 1275. 
2 1948年6月25日の法律、62 Stat. 870、1956年8月1日の法律、70 Stat. 908、1958年8月1日の法律、72 Stat. 476、および1966

年10月15日の法律、80 Stat. 975により修正された条項。後者の法律は部分的に、農業用種子の以前の一覧を削除し、長官が

それらを規定の中で一覧表示することができるように提供し、「大豆、亜麻、人参、大根」を「小麦、オート麦、ベッチ、

スイートクロバー」と置き換えることでこの情報を修正、Pub. L. 97-439, 96 Stat. 2287、1983年1月8日承認済み、第Ⅲ章の

ために「雑草種子」と「純活性種子」という用語を削除した。 
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ずれかの外国との間の商取引を意味する。 

（6）以下の用語は、以下の意味を有する。 

（A）「合衆国連邦地方裁判所」とは、合衆国の連邦地方裁判所の権能を行使している

いずれかの裁判所を意味する。 

（B）「控訴裁判所」とは、コロンビア特別区の中で停止命令が発行される人の主たる

事業所、場所、または住居の場合、コロンビア特別区の控訴裁判所の意味も含む。 

（7）以下の用語は、以下の意味を有する。 

（A）「農業用種子」とは、農務長官が合衆国の中で播種を目的に使用されると認め、

この法律の条項402に基づき定められる規則と規定の中に一覧で示す牧草、飼料、

および農作物の種子を意味する。 

（B）「野菜種子」には、庭の中で、または市場向け野菜農園の中で生育する、または

その可能性があり、野菜種子の名前で一般的に知られて販売される、またはその

可能性のある作物の種子が含まれる。 

（8）第Ⅱ章では、「雑草種子」が、以下の法律または規則および規定のいずれかにより雑

草として認識される植物の種子または小球根を意味する。 

（A）種子が輸送を目的に供給される先、または輸送される先の州、または 

（B）輸送される先となるプエルトリコ、グアム、またはコロンビア特別区、もしくは

販売場所となるコロンビア特別区。 

（9）(A) 第Ⅱ章では、「有害雑草種子」という用語が以下により認識される植物の種子ま

たは小球根を意味する。 

(ⅰ) 種子が輸送のために供給される先、もしくは輸送される先の州で定められて

いる法律または規則および規定、 

(ⅱ) 種子が販売されるプエルトリコ、グアム、またはコロンビア特別区の法律ま

たは規則および規定、または 

(ⅲ) 調査後に農務長官が合衆国において、または具体的に指定される合衆国の特

定の領域においてある雑草が有害であると判断する場合、この法律に基づく

農務長官の規則と規定 

(B) 第Ⅲ章において、「有害雑草種子」は、Lepidium draba L.、Lepitium repens 

(Schrenk) Boiss、Hymenophysa pubescens C.A. Mey（ホワイト・トップ）、

Cirsium arvense (L.) Scop.（カナダ・アザミ）、Cuscuta spp.（ネナシカズ

ラ）、Agropyron repens (L.) Beauv.（シバムギ）、Sorghum halepense (L.) 

Pers.（セイバンモロコシ）、 Convolvulus arvensis L.（ヒルガオ）、

Centaurea picris Pall.（ロシア・ヤグルマギク）、Sonchus arvensis L.（オニ

ノゲシ）、Euphorobia esula L.（セイヨウハギクソウ）の種子、および農務長

官が調査後に含めるべきと判断する他の種類の種子または小球根を意味する。 

 

 

 

（10）「原産地」とは、種子が生育した州、コロンビア特別区、プエルトリコ、合衆国の

属領、または外国、または指定された外国の一部を意味する。 

（11）「種類」とは、例えば大豆、亜麻、人参、大根、キャベツ、カリフラワーなど、単

独で、または集合的に一つの共通する名前で知られている一つ以上の関連する種また

は亜種を意味する。 

（12）「品種」とは、マーキス小麦、フラット・ダッチ・キャベツ、マンシュウ大豆、オ

ックスハート・ニンジンなど、同じ種類に属する他のものから区別する理由となる成

長、植物、果実、種子、またはその他の特性によって特徴付けられる一つの種類の下

位区分を意味する。 

（13）「タイプ」とは、（A）類似性が高いために、特別な条件下を除き、個々の品種を明

確に区別することができない品種の一集団、または（B）ある品種の名前を付けて使用

された場合、同じ種類で類似した性質の他の品種の種子と混同する可能性がある名前

が付けられた、命名の方法と命名の使用に関連した状況がこの法律の条項402に基づき

定められる規則と規定によって支配される品種の種子を意味する。 

（14）「発芽（率）」とは、この法律の条項403に基づいて定められる方法によって判断さ

れる、通常の望ましい条件下で正常な苗を生産することができる種子の割合（%）を意

味する（弱い、奇形の、あるいは明らかに異常な芽は含まない）。 

（15）「硬質種子（率）」とは、この法律の条項403に基づいて定められる方法により、硬

さや不浸透性によって水分を吸収せず、あるいは定められたテストに基づいて発芽す

るが該当する種子の種類の発芽に定められた期間にわたり硬い状態であり続けると判

断される種子の割合（%）を意味する。 

（16）「不活性物質」とは種子ではないすべての物質を意味し、この法律の条項403に基づ

いて定められる方法により、壊れた種子、実のならない小花、もみ殻、キノコの本体、

および石と判断されるものを含む。 

（17）「ラベル」とは、種子の容器上の、または種子の容器に貼付された、情報を書き込

み済みの、印刷済みの、またはグラフィックによる表示物を意味する。 

（18）「ラベル表示」には、バルクの、または容器に詰められた種子に添付され、これに

関連するいずれかの形式によるすべてのラベル表示およびその他の書き込み済みの、

印刷済みの、またはグラフィックの表示が含まれる。 

（19）「広告」とは、ラベル上に示されるもの以外の、いずれかの方法または手段を用い

て広められるこの法律の適用範囲内の種子に関連したすべての表示を意味する。 

（20）この法律の規定に基づき農務長官が規定する権限を有する許容誤差に従い、 

（A）「虚偽のラベル表示」という用語は、ある特定の方法にて虚偽である、もしくは

誤解を生じさせるラベル表示を意味する。 

（B）「虚偽の広告」とは、ある特定の方法にて虚偽である、もしくは誤解を生じさせ

る広告を意味する。 
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定められる規則と規定によって支配される品種の種子を意味する。 

（14）「発芽（率）」とは、この法律の条項403に基づいて定められる方法によって判断さ

れる、通常の望ましい条件下で正常な苗を生産することができる種子の割合（%）を意

味する（弱い、奇形の、あるいは明らかに異常な芽は含まない）。 

（15）「硬質種子（率）」とは、この法律の条項403に基づいて定められる方法により、硬

さや不浸透性によって水分を吸収せず、あるいは定められたテストに基づいて発芽す

るが該当する種子の種類の発芽に定められた期間にわたり硬い状態であり続けると判

断される種子の割合（%）を意味する。 

（16）「不活性物質」とは種子ではないすべての物質を意味し、この法律の条項403に基づ

いて定められる方法により、壊れた種子、実のならない小花、もみ殻、キノコの本体、

および石と判断されるものを含む。 

（17）「ラベル」とは、種子の容器上の、または種子の容器に貼付された、情報を書き込

み済みの、印刷済みの、またはグラフィックによる表示物を意味する。 

（18）「ラベル表示」には、バルクの、または容器に詰められた種子に添付され、これに

関連するいずれかの形式によるすべてのラベル表示およびその他の書き込み済みの、

印刷済みの、またはグラフィックの表示が含まれる。 

（19）「広告」とは、ラベル上に示されるもの以外の、いずれかの方法または手段を用い

て広められるこの法律の適用範囲内の種子に関連したすべての表示を意味する。 

（20）この法律の規定に基づき農務長官が規定する権限を有する許容誤差に従い、 

（A）「虚偽のラベル表示」という用語は、ある特定の方法にて虚偽である、もしくは

誤解を生じさせるラベル表示を意味する。 

（B）「虚偽の広告」とは、ある特定の方法にて虚偽である、もしくは誤解を生じさせ

る広告を意味する。 
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（21）「選別」には、生きている農業用種子または野菜種子を含む割合が25%未満である、

いずれかの種類の種子からいずれかの方法で取り除かれたもみ殻、実のならない小花、

未熟な種子、雑草種子、不活性物質、およびその他の物質が含まれる。 

（22）「バルク」とは、車両を使って輸送するとき、もしくは保存するときに袋やその他

の容器に詰めることなく「ばら」の状態にある種子を意味する。 

（23）「調整」とは、ある特定の物質、種子または種子から生長する苗を攻撃する病原体、

害虫、またはその他の有害生物を減少させ、管理し、または撃退する目的で作られた

工程を適用することを意味する。 

（24）「種子証明機関」
3
とは、（A）いずれかの州、領土、または属領の法律に基づき正式

に種子を証明するための権限を有し、（証明された種子の使用者である農業経営者と

その他の該当する当事者の見解を通知し、聞き取り調査を行い、全面的に検証した後

で）証明された種子の遺伝的純度と固有性を保証する目的で長官によって承認された

基準と手続きを有する機関、または（B）（A）に基づき種子の証明機関が一般的に順

守している手続きと基準に匹敵する種子の証明に関する手続きと基準を順守している

と農務長官が判断する外国の機関を意味する。（7 U.S.C. 1561） 

条項102.
4
（a）いずれかの種子証明機関によって種子の種類または品種に関する遺伝的純度

と固有性の基準に種子が適合しており、当該の種子に関する当該機関の規則および規定に準

じているとの判断が下され、（b）いずれかの種子証明機関によって当該の種子のために発行

された、当該の種子が指定された等級であり、指定された種類または品種であることを当該

機関が証明することが示された正式なラベルが貼付されていない限り、この法律が適用され

るいずれかの種子が証明済み種子であること、もしくはそのいずれかの等級であることを表

明するラベル表示、広告、またはその他の表示は虚偽であると見なされる。 

植物品種保護法に基づく植物品種保護証書が証明済み種子の一つの等級としてのみの販売を

指定する品種の種子は、以下の場合のみに証明されるものとする。 

（1）保護の期間中に証明が行われるとき、品種の所有者の権限により品種が生成および供

給された基礎種子であり、 

（2）証書の中で世代の数が指定されているとき、当該の世代の数に適合している場合。

（7 U.S.C. 1562.） 

 

  

                                       
3 1969年10月17日に制定されたP.L. 91-89、83 Stat.134により修正済み。 
4 1958年8月1日の法律により追加された条項、72 Stat. 476、P.L. 91-89により修正済み、1969年10月17日制定、83 Stat. 134、

およびP.L. 91-577, 84 Stat. 1558、1970年12月24日承認済み 

 

第Ⅱ章 － 州間の商取引 

 

特定の種子の州間における商取引に関する禁止事項 

 

条項. 201.
5
以下を州間の商取引において輸送すること、もしくは州間の商取引における輸

送のために供給することは不法行為である。 

 

（a）この法律の条項402に基づき定められている規則と規定に従って以下の情報を示すラベル

がそれぞれの容器に貼付されていない場合における、いずれかの農業用種子、または播

種を目的としたいずれかの農業用種子の混合物。 

（1）全体の５％を超えて存在する農業用種子のそれぞれの構成要素の種類の名前、または

種類と品種、およびそれぞれの重量による割合（％）：ただし、（A）芝生や芝土を目

的とする種子の混合物を除き、当該の構成要素が、この法律の条項402に基づき定めら

れる規則と規定に従って品種についてラベル表示されるものと農務長官が判断してい

る場合、当該のラベルには種類の名前に加え、当該の品種の名前、または「Variety 

Not State（品種名なし）」との文言が示されるものとし、（B）交雑種子である場合、

それは上記の要件に加えて、ラベルに交雑として指定されるものとし、さらに（C）芝

生や芝土を目的とする種子の混合物はラベルに混合物として指定され、それぞれの種

子の構成要素は優位性の順にラベルに一覧にて表示されるものとする。 

（2）ロット番号、またはその他の識別情報 

（3）原産地が知られており、それぞれの種子が5%を超えて存在する場合に、作物の生産と

いう視点から原産地に関する知識が重要であるものとして農務長官によって指定され

た、この条項の(a)(1)に従って言及されるそれぞれの農業用種子の原産地。 

当該の農業用種子の原産地が知られていない場合、その事実が言及されるものとする。 

（4）雑草種子の重量による割合（％） 

（5）有害な雑草の種子の種類、およびそれぞれの発生率。この率は、輸送のために提供さ

れる先、または輸送される先となる州の法律規定によって当該の有害な雑草の種子の

出荷、移動、または販売のために許される率に従って、または条項101(a)(9)(A)(iii)

の規定に基づいて農務長官が州の要件により指定される雑草以外の雑草が有害である

と判断する場合は農務長官が定める規則および規定に従って表示され、この率を超え

てはならないものとする。 

（6）この条項の(a)(1)に基づく農業用種子以外の農業用種子の重量による割合（％） 

                                       
5 1958年8月1日の法律、72 Stat. 476、割合（％）と品種に関する条項を修正。1966年10月15日の法律、80 Stat. 975、雑種

種子に関する条項を修正、1ポンド以下の容器の中の種子に関する要件、種子の成長能力を維持する容器の中に詰められた種

子の取扱いに関する新しい要件を規定、芝生や芝土を目的とする種子の混合物に関する要件を規定。Pub. L. 97-439, 96 

Stat. 2287、1983年1月8日付、芝生や芝土を目的とする種子に関する要件、種子の混合物のテストを実施した日、および発芽

テストと輸送の間の期間に関する条項を修正。 
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（21）「選別」には、生きている農業用種子または野菜種子を含む割合が25%未満である、

いずれかの種類の種子からいずれかの方法で取り除かれたもみ殻、実のならない小花、

未熟な種子、雑草種子、不活性物質、およびその他の物質が含まれる。 

（22）「バルク」とは、車両を使って輸送するとき、もしくは保存するときに袋やその他

の容器に詰めることなく「ばら」の状態にある種子を意味する。 

（23）「調整」とは、ある特定の物質、種子または種子から生長する苗を攻撃する病原体、

害虫、またはその他の有害生物を減少させ、管理し、または撃退する目的で作られた

工程を適用することを意味する。 

（24）「種子証明機関」
3
とは、（A）いずれかの州、領土、または属領の法律に基づき正式

に種子を証明するための権限を有し、（証明された種子の使用者である農業経営者と

その他の該当する当事者の見解を通知し、聞き取り調査を行い、全面的に検証した後

で）証明された種子の遺伝的純度と固有性を保証する目的で長官によって承認された

基準と手続きを有する機関、または（B）（A）に基づき種子の証明機関が一般的に順

守している手続きと基準に匹敵する種子の証明に関する手続きと基準を順守している

と農務長官が判断する外国の機関を意味する。（7 U.S.C. 1561） 

条項102.
4
（a）いずれかの種子証明機関によって種子の種類または品種に関する遺伝的純度

と固有性の基準に種子が適合しており、当該の種子に関する当該機関の規則および規定に準

じているとの判断が下され、（b）いずれかの種子証明機関によって当該の種子のために発行

された、当該の種子が指定された等級であり、指定された種類または品種であることを当該

機関が証明することが示された正式なラベルが貼付されていない限り、この法律が適用され

るいずれかの種子が証明済み種子であること、もしくはそのいずれかの等級であることを表

明するラベル表示、広告、またはその他の表示は虚偽であると見なされる。 

植物品種保護法に基づく植物品種保護証書が証明済み種子の一つの等級としてのみの販売を

指定する品種の種子は、以下の場合のみに証明されるものとする。 

（1）保護の期間中に証明が行われるとき、品種の所有者の権限により品種が生成および供

給された基礎種子であり、 

（2）証書の中で世代の数が指定されているとき、当該の世代の数に適合している場合。

（7 U.S.C. 1562.） 

 

  

                                       
3 1969年10月17日に制定されたP.L. 91-89、83 Stat.134により修正済み。 
4 1958年8月1日の法律により追加された条項、72 Stat. 476、P.L. 91-89により修正済み、1969年10月17日制定、83 Stat. 134、

およびP.L. 91-577, 84 Stat. 1558、1970年12月24日承認済み 

 

第Ⅱ章 － 州間の商取引 

 

特定の種子の州間における商取引に関する禁止事項 

 

条項. 201.
5
以下を州間の商取引において輸送すること、もしくは州間の商取引における輸

送のために供給することは不法行為である。 

 

（a）この法律の条項402に基づき定められている規則と規定に従って以下の情報を示すラベル

がそれぞれの容器に貼付されていない場合における、いずれかの農業用種子、または播

種を目的としたいずれかの農業用種子の混合物。 

（1）全体の５％を超えて存在する農業用種子のそれぞれの構成要素の種類の名前、または

種類と品種、およびそれぞれの重量による割合（％）：ただし、（A）芝生や芝土を目

的とする種子の混合物を除き、当該の構成要素が、この法律の条項402に基づき定めら

れる規則と規定に従って品種についてラベル表示されるものと農務長官が判断してい

る場合、当該のラベルには種類の名前に加え、当該の品種の名前、または「Variety 

Not State（品種名なし）」との文言が示されるものとし、（B）交雑種子である場合、

それは上記の要件に加えて、ラベルに交雑として指定されるものとし、さらに（C）芝

生や芝土を目的とする種子の混合物はラベルに混合物として指定され、それぞれの種

子の構成要素は優位性の順にラベルに一覧にて表示されるものとする。 

（2）ロット番号、またはその他の識別情報 

（3）原産地が知られており、それぞれの種子が5%を超えて存在する場合に、作物の生産と

いう視点から原産地に関する知識が重要であるものとして農務長官によって指定され

た、この条項の(a)(1)に従って言及されるそれぞれの農業用種子の原産地。 

当該の農業用種子の原産地が知られていない場合、その事実が言及されるものとする。 

（4）雑草種子の重量による割合（％） 

（5）有害な雑草の種子の種類、およびそれぞれの発生率。この率は、輸送のために提供さ

れる先、または輸送される先となる州の法律規定によって当該の有害な雑草の種子の

出荷、移動、または販売のために許される率に従って、または条項101(a)(9)(A)(iii)

の規定に基づいて農務長官が州の要件により指定される雑草以外の雑草が有害である

と判断する場合は農務長官が定める規則および規定に従って表示され、この率を超え

てはならないものとする。 

（6）この条項の(a)(1)に基づく農業用種子以外の農業用種子の重量による割合（％） 

                                       
5 1958年8月1日の法律、72 Stat. 476、割合（％）と品種に関する条項を修正。1966年10月15日の法律、80 Stat. 975、雑種

種子に関する条項を修正、1ポンド以下の容器の中の種子に関する要件、種子の成長能力を維持する容器の中に詰められた種

子の取扱いに関する新しい要件を規定、芝生や芝土を目的とする種子の混合物に関する要件を規定。Pub. L. 97-439, 96 

Stat. 2287、1983年1月8日付、芝生や芝土を目的とする種子に関する要件、種子の混合物のテストを実施した日、および発芽

テストと輸送の間の期間に関する条項を修正。 
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（7）不活性物質の重量による割合（％） 

（8）この条項の(a)(1)に従って記載される全体の5%を超えるそれぞれの農業用種子、およ

び全体の５％の割合で存在するとラベルに表示される農業用種子のそれぞれの種類、

品種、またはタイプについて、（A）硬質種子を除外した発芽率（％）、（B）存在す

る場合、硬質種子の割合（％）、および(c)当該割合（％）を判断するためのテストが

完了した暦年と暦月。ただし、種子の混合物の場合、当該混合物に含まれる農業用種

子のすべての種類、品種、またはタイプについて実施されたテストのうち実施した暦

月と暦年が最も古い当該混合物に含まれる農業用種子の種類、品種、またはタイプに

関する当該テストを実施した暦月と暦年のみを記載する必要がある。 

（9）（A）州間の商取引で当該種子を輸送する、または輸送のために供給する人、または

（B）この法律の条項402に基づき定められる規則と規定に基づき農務長官が承認する

コードと共に、再販のために種子が販売または出荷される先となる人の名前と住所。

このとき、州間の商取引において当該種子を輸送する、または輸送のために供給する

人を示す。 

（10）種菌の使用期限（年月）をラベルに記載した場合、それ以降はクレイムの対象とな

らない。 

（b）容器に詰められた播種を目的とした野菜種子については、この法律の条項402に基づき定

められる規則と規定に従って以下の情報を示すラベルが各容器に貼付されていなければ

ならない。 

（1）この法律の条項403(c)に基づき定められるように、農務長官が定めた最新の基準以上

の発芽率の１ポンド以下の種子の容器について、 

（A）それぞれの種子の種類と品種の名前、および2種類以上の品種が存在するときは、

それぞれの割合（％）、さらに交雑種子の場合は、ラベル上で交雑として表示す

るものとする。ならびに、 

（B）以下の名前と住所 

(ⅰ) 州間の商取引で当該種子を輸送する、または輸送のために供給する人、また

は 

(ⅱ) この法律の条項402に基づき定められる規則と規定に基づき農務長官が承認

するコードと共に、再販のために種子が販売または出荷される先となる人の

名前と住所。このとき、州間の商取引において当該種子を輸送する、または

輸送のために供給する人を示す。 

（2）この法律の条項403(c)に基づき定められるように、農務長官が定めた最新の基準未満

の発芽率の１ポンド以下の種子の容器について、 

（A）それぞれの種子の種類と品種の名前、および２種類以上の品種が存在するときは、

それぞれの割合（％）、さらに交雑種子の場合は、ラベル上で交雑として指定さ

れるものとする。ならびに、 

（B）以下の種子の種類と品種について 

 

(ⅰ) 硬質種子を除く、発芽率（％） 

(ⅱ) 存在する場合、硬質種子の割合（％） 

(ⅲ) 当該発芽率（％）を判断するためのテストが完了した暦月と暦年 

(ⅳ) 「基準未満」という語、および 

（C）以下の名前と住所 

(ⅰ) 州間の商取引で当該種子を輸送する、もしくは輸送のために供給する人、ま

たは 

(ⅱ) この法律の条項402に基づき定められる規則と規定に基づき農務長官が承認

するコードと共に、再販のために種子が販売または出荷される先となる人の

名前と住所。このとき、州間の商取引において当該種子を輸送する、または

輸送のために供給する人を示す。 

（2）１ポンドを超える種子のための容器について 

（A）それぞれの種子の種類と品種の名前、および2種類以上の品種が存在するときは、

それぞれの割合（％）、さらに交雑種子である構成要素の場合は、ラベル上で交

雑として指定されるものとする。ならびに、 

（B）ロット番号、またはその他のロット識別情報 

（C）名前が示されているそれぞれの種子の種類と品種について 

(ⅰ) 硬質種子を除く、発芽率（％） 

(ⅱ) 存在する場合、硬質種子の割合（％） 

(ⅲ) 当該発芽率（％）を判断するためのテストが完了した暦月と暦年 

（D）以下の名前と住所 

(ⅰ) 州間の商取引で当該の種子を輸送する、もしくは輸送のために供給する人、

または 

(ⅱ) この法律の条項402に基づき定められる規則と規定に基づき農務長官が承認

するコードと共に、再販のために種子が販売または出荷される先となる人の

名前と住所。このとき、州間の商取引において当該種子を輸送する、または

輸送のために供給する人を示す。 

（c）この条項により求められる発芽率（％）を判断するためのテストが州間の商取引で輸送

される、もしくは輸送のために供給される直前に、テストが完了した暦月を除く５ヶ月

以内に完了していない場合における、農業用種子または野菜種子。ただし、農務長官は

規則と規定に従い、（a）通常の取り扱い条件下で上記の５ヶ月の期間において定めら

れた許容範囲の中で発芽率を維持しない農業用種子または野菜種子の種類についてより

短い期間を指定する、または(2)（A）農務長官が通常の取り扱い条件下でより長い期間

にわたり当該種子の成長能力を維持すると考え、規定する容器の素材と条件下にて梱包

される、または（B）通常の取り扱い条件下においてこの法律に基づき定められる許容

範囲において発芽の割合（％）を維持すると農務長官が判断する農業用種子または野菜

種子の種類についてより長い期間を指定することができるものとする。 
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（7）不活性物質の重量による割合（％） 

（8）この条項の(a)(1)に従って記載される全体の5%を超えるそれぞれの農業用種子、およ

び全体の５％の割合で存在するとラベルに表示される農業用種子のそれぞれの種類、

品種、またはタイプについて、（A）硬質種子を除外した発芽率（％）、（B）存在す

る場合、硬質種子の割合（％）、および(c)当該割合（％）を判断するためのテストが

完了した暦年と暦月。ただし、種子の混合物の場合、当該混合物に含まれる農業用種

子のすべての種類、品種、またはタイプについて実施されたテストのうち実施した暦

月と暦年が最も古い当該混合物に含まれる農業用種子の種類、品種、またはタイプに

関する当該テストを実施した暦月と暦年のみを記載する必要がある。 

（9）（A）州間の商取引で当該種子を輸送する、または輸送のために供給する人、または

（B）この法律の条項402に基づき定められる規則と規定に基づき農務長官が承認する

コードと共に、再販のために種子が販売または出荷される先となる人の名前と住所。

このとき、州間の商取引において当該種子を輸送する、または輸送のために供給する

人を示す。 

（10）種菌の使用期限（年月）をラベルに記載した場合、それ以降はクレイムの対象とな

らない。 

（b）容器に詰められた播種を目的とした野菜種子については、この法律の条項402に基づき定

められる規則と規定に従って以下の情報を示すラベルが各容器に貼付されていなければ

ならない。 

（1）この法律の条項403(c)に基づき定められるように、農務長官が定めた最新の基準以上

の発芽率の１ポンド以下の種子の容器について、 

（A）それぞれの種子の種類と品種の名前、および2種類以上の品種が存在するときは、

それぞれの割合（％）、さらに交雑種子の場合は、ラベル上で交雑として表示す

るものとする。ならびに、 

（B）以下の名前と住所 

(ⅰ) 州間の商取引で当該種子を輸送する、または輸送のために供給する人、また

は 

(ⅱ) この法律の条項402に基づき定められる規則と規定に基づき農務長官が承認

するコードと共に、再販のために種子が販売または出荷される先となる人の

名前と住所。このとき、州間の商取引において当該種子を輸送する、または

輸送のために供給する人を示す。 

（2）この法律の条項403(c)に基づき定められるように、農務長官が定めた最新の基準未満

の発芽率の１ポンド以下の種子の容器について、 

（A）それぞれの種子の種類と品種の名前、および２種類以上の品種が存在するときは、

それぞれの割合（％）、さらに交雑種子の場合は、ラベル上で交雑として指定さ

れるものとする。ならびに、 

（B）以下の種子の種類と品種について 

 

(ⅰ) 硬質種子を除く、発芽率（％） 

(ⅱ) 存在する場合、硬質種子の割合（％） 

(ⅲ) 当該発芽率（％）を判断するためのテストが完了した暦月と暦年 

(ⅳ) 「基準未満」という語、および 

（C）以下の名前と住所 

(ⅰ) 州間の商取引で当該種子を輸送する、もしくは輸送のために供給する人、ま

たは 

(ⅱ) この法律の条項402に基づき定められる規則と規定に基づき農務長官が承認

するコードと共に、再販のために種子が販売または出荷される先となる人の

名前と住所。このとき、州間の商取引において当該種子を輸送する、または

輸送のために供給する人を示す。 

（2）１ポンドを超える種子のための容器について 

（A）それぞれの種子の種類と品種の名前、および2種類以上の品種が存在するときは、

それぞれの割合（％）、さらに交雑種子である構成要素の場合は、ラベル上で交

雑として指定されるものとする。ならびに、 

（B）ロット番号、またはその他のロット識別情報 

（C）名前が示されているそれぞれの種子の種類と品種について 

(ⅰ) 硬質種子を除く、発芽率（％） 

(ⅱ) 存在する場合、硬質種子の割合（％） 

(ⅲ) 当該発芽率（％）を判断するためのテストが完了した暦月と暦年 

（D）以下の名前と住所 

(ⅰ) 州間の商取引で当該の種子を輸送する、もしくは輸送のために供給する人、

または 

(ⅱ) この法律の条項402に基づき定められる規則と規定に基づき農務長官が承認

するコードと共に、再販のために種子が販売または出荷される先となる人の

名前と住所。このとき、州間の商取引において当該種子を輸送する、または

輸送のために供給する人を示す。 

（c）この条項により求められる発芽率（％）を判断するためのテストが州間の商取引で輸送

される、もしくは輸送のために供給される直前に、テストが完了した暦月を除く５ヶ月

以内に完了していない場合における、農業用種子または野菜種子。ただし、農務長官は

規則と規定に従い、（a）通常の取り扱い条件下で上記の５ヶ月の期間において定めら

れた許容範囲の中で発芽率を維持しない農業用種子または野菜種子の種類についてより

短い期間を指定する、または(2)（A）農務長官が通常の取り扱い条件下でより長い期間

にわたり当該種子の成長能力を維持すると考え、規定する容器の素材と条件下にて梱包

される、または（B）通常の取り扱い条件下においてこの法律に基づき定められる許容

範囲において発芽の割合（％）を維持すると農務長官が判断する農業用種子または野菜

種子の種類についてより長い期間を指定することができるものとする。 
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（d）誤ったラベル表示がされている、または誤った広告があったもの、または自身または他

者により州間の出荷のために販売される、または販売のために供給されるいずれかの農

業用種子または野菜種子。 

（e）この法律の規定、およびこの法律に基づき定められ、公布される規定に従い染色するこ

とが求められているが、そのように染色されていない種子。 

（f）この法律の規定、およびこの法律に基づき定められ、公布される規定に従い染色される

種子に似せて染色された種子。 

（g）この法律の規定、およびこの法律に基づき定められ、公布される規定に従いさまざまな

色で染色することが求められている、または染色される種子の混合物である種子、また

はこの法律の規定、またはこの法律に基づき定められ、公布される規定に従い染色する

ことが求められている種子の、アメリカ合衆国で生産された同じ種類の種子との混合物

である種子。 

（h）播種を目的としておらず、容器の場合はラベル上に、ばら荷の場合はインボイスに播種

ではなく調整、加工、または製造を目的としていることが記載されている、この法律の

適用対象となるいずれかの種子の調整。 

（i）この法律の条項402に基づき定められる規則および規定に従い以下の情報および記述を示

すラベルがそれぞれの容器に貼付されていない場合、すでに加工されている播種を目的

としたいずれかの農業用種子またはそのいずれかの混合物、あるいは野菜種子またはそ

のいずれかの混合物。 

（1）種子がすでに加工されていることを示す言葉、または記述 

（2）当該加工において使用されるいずれかの物質の一般的に受け入れられている造語とし

ての化学（一般）名、または省略された化学名 

（3）種子に残留している量の当該加工において使用された物質が人や他の脊椎動物にとっ

て有害であるとき、「食品、飼料、または油として利用しないでください」など、公

衆を守る目的で適切な注意書きが農業長官により適宜公表される。ただし、当該規則

および規定の中で定義されるように、水銀剤や類似した毒物に関する注意書きにはど

くろ印、ならびに「この種子は毒物を使って加工されています」などの赤文字による

文言が示され、その背景をわかりやすいように対照的な色とするものとする。さらに 

（4）公衆の保護のために妥当であると農業長官により承認された、当該加工において使用

される工程に関する説明。（7 U.S.C. 1571.） 

 

  

 

記 録 

 

条項202.
6
州間の商取引で農業用種子を輸送する、または輸送のための供給するすべての人

は３年間にわたり、当該農業用種子の各ロット別に原産地、加工、発芽、および純度の完全

な記録を保持するものとし、州間の商取引で野菜種子を輸送する、または輸送のために供給

するすべての人は3年間にわたり、当該野菜種子の加工、発芽、および品種の完全な記録を保

持するものとする。農務長官、または正当な権限を有する代理人は、この法律の効果的な運

用を目的に当該記録を検査する権利を有するものとする。（7 U.S.C. 1572.） 

 

適用除外 

 

条項203.
7 (a) 条項201および202の規定は、輸送業者としてその事業を通常の方法で遂行す

る間に輸送される、または輸送のために供給されるあらゆる種子に関し、いかなる輸送業者

にも適用されないものとする。ただし、当該輸送業者はこの法律の規定の適用対象となる種

子の処理や売買に関わっていないことを条件とし、当該規定は農業経営者が自身の敷地で生

産し、自身が直接消費者に販売する種子には適用されないものとし、当該農業経営者が自身

によって生産されていない種子を販売する事業に関わっていないことを条件とする。さらに、

自身が生産または販売した種子はいずれかの州、領土、または区へ輸送されるとき、または

それらの場所への輸送のために供給されるとき、当該種子が当該州、領土、または区で生産

され、販売され、販売のために供給および陳列されるのと同じ程度と方法で、自身の規制権

限を行使して制定された当該州、領土、または区の法律の運用および効力に準じていないと

き、条項201と202の規定の適用からは除外されないものとし、さらに元々の梱包に入れて、ま

たはその他の方法で紹介されることを理由にこの適用から除外されることはないものとする。

さらに、自身が生産または販売した種子は、当該種子が輸送される先となる州の種子法に準

拠しているものとする。 

（b）条項201 (a)、(b)、または(i)の規定は、以下には適用されないものとする。 

（1）生産または飼料を目的とした種子や穀類のために通常使用される商取引の経路で輸送

される、またはそうした輸送のために供給される播種を目的としていない種子や穀類、

または 

（2）州間の商取引において輸送される、またはそうした輸送のために供給される播種を目

的にした種子 

（A）ばら荷の場合、当該の種子に伴う、または帰属するインボイスまたはその他の記

録に、201 (a)、(b)、および(i)に基づきそれぞれの種子に求められる様々な文言

が記載されるものとする。または、 

                                       
6 1958年8月1日の法律Stat. 477、野菜種子の記録の保持に関する要件を追加。1966年10月15日の法律Stat. 978、「加工」と

いう語を追加。 
7 1958年8月1日の法律72 Stat. 477、および1966年10月15日の法律80 Stat. 978により条項を修正。 
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（d）誤ったラベル表示がされている、または誤った広告があったもの、または自身または他

者により州間の出荷のために販売される、または販売のために供給されるいずれかの農

業用種子または野菜種子。 

（e）この法律の規定、およびこの法律に基づき定められ、公布される規定に従い染色するこ

とが求められているが、そのように染色されていない種子。 

（f）この法律の規定、およびこの法律に基づき定められ、公布される規定に従い染色される

種子に似せて染色された種子。 

（g）この法律の規定、およびこの法律に基づき定められ、公布される規定に従いさまざまな

色で染色することが求められている、または染色される種子の混合物である種子、また

はこの法律の規定、またはこの法律に基づき定められ、公布される規定に従い染色する

ことが求められている種子の、アメリカ合衆国で生産された同じ種類の種子との混合物

である種子。 

（h）播種を目的としておらず、容器の場合はラベル上に、ばら荷の場合はインボイスに播種

ではなく調整、加工、または製造を目的としていることが記載されている、この法律の

適用対象となるいずれかの種子の調整。 

（i）この法律の条項402に基づき定められる規則および規定に従い以下の情報および記述を示

すラベルがそれぞれの容器に貼付されていない場合、すでに加工されている播種を目的

としたいずれかの農業用種子またはそのいずれかの混合物、あるいは野菜種子またはそ

のいずれかの混合物。 

（1）種子がすでに加工されていることを示す言葉、または記述 

（2）当該加工において使用されるいずれかの物質の一般的に受け入れられている造語とし

ての化学（一般）名、または省略された化学名 

（3）種子に残留している量の当該加工において使用された物質が人や他の脊椎動物にとっ

て有害であるとき、「食品、飼料、または油として利用しないでください」など、公

衆を守る目的で適切な注意書きが農業長官により適宜公表される。ただし、当該規則

および規定の中で定義されるように、水銀剤や類似した毒物に関する注意書きにはど

くろ印、ならびに「この種子は毒物を使って加工されています」などの赤文字による

文言が示され、その背景をわかりやすいように対照的な色とするものとする。さらに 

（4）公衆の保護のために妥当であると農業長官により承認された、当該加工において使用

される工程に関する説明。（7 U.S.C. 1571.） 

 

  

 

記 録 

 

条項202.
6
州間の商取引で農業用種子を輸送する、または輸送のための供給するすべての人

は３年間にわたり、当該農業用種子の各ロット別に原産地、加工、発芽、および純度の完全

な記録を保持するものとし、州間の商取引で野菜種子を輸送する、または輸送のために供給

するすべての人は3年間にわたり、当該野菜種子の加工、発芽、および品種の完全な記録を保

持するものとする。農務長官、または正当な権限を有する代理人は、この法律の効果的な運

用を目的に当該記録を検査する権利を有するものとする。（7 U.S.C. 1572.） 

 

適用除外 

 

条項203.
7 (a) 条項201および202の規定は、輸送業者としてその事業を通常の方法で遂行す

る間に輸送される、または輸送のために供給されるあらゆる種子に関し、いかなる輸送業者

にも適用されないものとする。ただし、当該輸送業者はこの法律の規定の適用対象となる種

子の処理や売買に関わっていないことを条件とし、当該規定は農業経営者が自身の敷地で生

産し、自身が直接消費者に販売する種子には適用されないものとし、当該農業経営者が自身

によって生産されていない種子を販売する事業に関わっていないことを条件とする。さらに、

自身が生産または販売した種子はいずれかの州、領土、または区へ輸送されるとき、または

それらの場所への輸送のために供給されるとき、当該種子が当該州、領土、または区で生産

され、販売され、販売のために供給および陳列されるのと同じ程度と方法で、自身の規制権

限を行使して制定された当該州、領土、または区の法律の運用および効力に準じていないと

き、条項201と202の規定の適用からは除外されないものとし、さらに元々の梱包に入れて、ま

たはその他の方法で紹介されることを理由にこの適用から除外されることはないものとする。

さらに、自身が生産または販売した種子は、当該種子が輸送される先となる州の種子法に準

拠しているものとする。 

（b）条項201 (a)、(b)、または(i)の規定は、以下には適用されないものとする。 

（1）生産または飼料を目的とした種子や穀類のために通常使用される商取引の経路で輸送

される、またはそうした輸送のために供給される播種を目的としていない種子や穀類、

または 

（2）州間の商取引において輸送される、またはそうした輸送のために供給される播種を目

的にした種子 

（A）ばら荷の場合、当該の種子に伴う、または帰属するインボイスまたはその他の記

録に、201 (a)、(b)、および(i)に基づきそれぞれの種子に求められる様々な文言

が記載されるものとする。または、 

                                       
6 1958年8月1日の法律Stat. 477、野菜種子の記録の保持に関する要件を追加。1966年10月15日の法律Stat. 978、「加工」と

いう語を追加。 
7 1958年8月1日の法律72 Stat. 477、および1966年10月15日の法律80 Stat. 978により条項を修正。 
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（B）容器に詰められ、量が20,000ポンド以上である場合。ただし、(i)条項201 (a)、

(b)および(i)に基づき求められる情報を各容器に記載することを省略することに

ついて、当該種子を州間で商取引するために輸送される、またはそうした輸送の

ために供給される前に荷受人が承知の上で同意すること、(ⅱ)それぞれの容器に

ステンシルにて、もしくはラベルにてロット情報が記されること、および(ⅲ)当

該種子に添付されるインボイスまたはその他の記録に条項201(a)、(b)、および

(i)に基づきそれぞれの種子に求められるさまざまな文言が記載されることを条

件とする。または、 

（C）種子の調整または処理を行うシステムに引き渡される場合は、播種を目的に調整

または処理されるものとする。ただし、(i)当該種子がばら荷であるとき、また

は当該種子が容器に詰められ、量が20,000ポンド以上であるとき、この事実は当

該種子に添付されるインボイスまたはその他の記録に記載され、(ⅱ)当該種子が

容器に詰められ、量が20,000ポンド未満であるとき、この事実は添付されるラベ

ルに記載され、(ⅲ)後で原産地および（または）品種についてラベル表示される

種子は、この法律の条項402に基づき定められる規則および規定に従って原産地

および（または）品種についてラベル表示されることを条件とする。 

（c）農務長官が、種子の収穫と播種の時間間隔、または人が制御することのできない緊急事

態を理由に、この法律により求められる発芽率、および特定の種子の種類の硬質種子に

関する情報を州間の商取引における輸送または輸送のための供給に先立って提供するこ

とができないと判断するとき、農務長官は、聴聞会の実施の有無に関係なく、必要とさ

れる発芽率と硬質種子に関するラベル表示について条項201(a)および(b)の規定がその期

間にわたり農務長官が当該規則および規定の中で指定する種子の種類に適用されないこ

とを定める規則および規定を公布することができるものとする。 

（d）外見上、州間の商取引での輸送、または輸送のための供給を目的とする種子と区別する

ことができなかったことを理由に特定できなかった、または特定されなかった容器に入

った、またはばら荷の種子が存在する場合、種子の種類の割合（％）、または種子の種

類と品種を示した農業用種子および野菜種子のラベル表示に関連する条項201(a)および

(b)の規定について違反とは見なされない。ただし、農務長官の規則および規定に従って

他の該当する事実と共に保持される、種子のラベル表示またはインボイス表示に関する

当該条項に基づく義務を負う人の記録には、言及される種子の同一性を保証するために

当該人が合理的な注意を払ったことが明記されることを条件とする。 

（e）種子の加工において使用することを目的とする物質と区別することができなかったこと

を理由に当該の加工において使用される物質が特定できなかった、または特定されなか

った場合、農業用種子および野菜種子に関する規定201(i)の規定について違反が生じた

ものとは見なされない。ただし、農務長官の規則および規定に従って他の該当する事実

と共に保持される、種子のラベル表示またはインボイス表示に関する当該条項に基づく

義務を負う人の記録には、記載される物質の同一性を保証するために当該人が合理的な

 

注意を払ったことが明記されることを条件とする。（7 U.S.C. 1573.） 

 

免責および保証なし 

 

条項204.
8 いずれかの種子に関わるいずれかのインボイス、広告、ラベル表示、書面、印刷

物、または図面で免責、制限付きの保証、または保証なしの条項を使用しても、この法律の

規定、または当該法律に基づいて制定され、公布される規則および規定に基づいて起こされ

るいかなる訴追、あるいはその他の訴訟手続きにおいても弁護は形成されず、弁護として使

用されないものとする。この条項に含まれるいかなる事項にも、この法律に基づき起こされ

ないいずれかの訴訟手続きにおいて免責、制限付きの保証、または保証なしの条項を弁護と

して使用することを除外するとの目的はない。（7 U.S.C. 1574.） 

 

虚偽の広告 

 

 条項205. いかなる人も、ラジオ放送を含むどのような方法または手段を使おうとも、アメ

リカ合衆国郵便公社を通じて、あるいは州間の商取引または外国との商取引において種子関

して虚偽の広告を行うことは不法行為となるものとする。ただし、虚偽の広告に関連する種

子を輸送した、輸送するために供給した、販売した、または販売のために提供した人を除き、

広告の流布を行ったいかなる人も、広告代理店も、または媒体も、いずれかの虚偽の広告を

流布したことを、または流布せしめたことを理由にこの条項に基づき責任を問われることは

ない。ただし、当該広告の流布を直接的または間接的に生じさせたアメリカ合衆国に居住す

る人または広告代理店の名前と郵送物の送付先となる住所を農務長官の求めにより提供する

ことを当該人または広告代理店が拒絶した場合はこの限りではない。（7 U.S.C. 1575.） 

 

  

                                       
8 1956年7月9日の法律70 Stat. 508、および1958年8月1日の法律72 Stat. 4787により条項を修正。 
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（B）容器に詰められ、量が20,000ポンド以上である場合。ただし、(i)条項201 (a)、

(b)および(i)に基づき求められる情報を各容器に記載することを省略することに

ついて、当該種子を州間で商取引するために輸送される、またはそうした輸送の

ために供給される前に荷受人が承知の上で同意すること、(ⅱ)それぞれの容器に

ステンシルにて、もしくはラベルにてロット情報が記されること、および(ⅲ)当

該種子に添付されるインボイスまたはその他の記録に条項201(a)、(b)、および

(i)に基づきそれぞれの種子に求められるさまざまな文言が記載されることを条

件とする。または、 

（C）種子の調整または処理を行うシステムに引き渡される場合は、播種を目的に調整

または処理されるものとする。ただし、(i)当該種子がばら荷であるとき、また

は当該種子が容器に詰められ、量が20,000ポンド以上であるとき、この事実は当

該種子に添付されるインボイスまたはその他の記録に記載され、(ⅱ)当該種子が

容器に詰められ、量が20,000ポンド未満であるとき、この事実は添付されるラベ

ルに記載され、(ⅲ)後で原産地および（または）品種についてラベル表示される

種子は、この法律の条項402に基づき定められる規則および規定に従って原産地

および（または）品種についてラベル表示されることを条件とする。 

（c）農務長官が、種子の収穫と播種の時間間隔、または人が制御することのできない緊急事

態を理由に、この法律により求められる発芽率、および特定の種子の種類の硬質種子に

関する情報を州間の商取引における輸送または輸送のための供給に先立って提供するこ

とができないと判断するとき、農務長官は、聴聞会の実施の有無に関係なく、必要とさ

れる発芽率と硬質種子に関するラベル表示について条項201(a)および(b)の規定がその期

間にわたり農務長官が当該規則および規定の中で指定する種子の種類に適用されないこ

とを定める規則および規定を公布することができるものとする。 

（d）外見上、州間の商取引での輸送、または輸送のための供給を目的とする種子と区別する

ことができなかったことを理由に特定できなかった、または特定されなかった容器に入

った、またはばら荷の種子が存在する場合、種子の種類の割合（％）、または種子の種

類と品種を示した農業用種子および野菜種子のラベル表示に関連する条項201(a)および

(b)の規定について違反とは見なされない。ただし、農務長官の規則および規定に従って

他の該当する事実と共に保持される、種子のラベル表示またはインボイス表示に関する

当該条項に基づく義務を負う人の記録には、言及される種子の同一性を保証するために

当該人が合理的な注意を払ったことが明記されることを条件とする。 

（e）種子の加工において使用することを目的とする物質と区別することができなかったこと

を理由に当該の加工において使用される物質が特定できなかった、または特定されなか

った場合、農業用種子および野菜種子に関する規定201(i)の規定について違反が生じた

ものとは見なされない。ただし、農務長官の規則および規定に従って他の該当する事実

と共に保持される、種子のラベル表示またはインボイス表示に関する当該条項に基づく

義務を負う人の記録には、記載される物質の同一性を保証するために当該人が合理的な

 

注意を払ったことが明記されることを条件とする。（7 U.S.C. 1573.） 

 

免責および保証なし 

 

条項204.
8 いずれかの種子に関わるいずれかのインボイス、広告、ラベル表示、書面、印刷

物、または図面で免責、制限付きの保証、または保証なしの条項を使用しても、この法律の

規定、または当該法律に基づいて制定され、公布される規則および規定に基づいて起こされ

るいかなる訴追、あるいはその他の訴訟手続きにおいても弁護は形成されず、弁護として使

用されないものとする。この条項に含まれるいかなる事項にも、この法律に基づき起こされ

ないいずれかの訴訟手続きにおいて免責、制限付きの保証、または保証なしの条項を弁護と

して使用することを除外するとの目的はない。（7 U.S.C. 1574.） 

 

虚偽の広告 

 

 条項205. いかなる人も、ラジオ放送を含むどのような方法または手段を使おうとも、アメ

リカ合衆国郵便公社を通じて、あるいは州間の商取引または外国との商取引において種子関

して虚偽の広告を行うことは不法行為となるものとする。ただし、虚偽の広告に関連する種

子を輸送した、輸送するために供給した、販売した、または販売のために提供した人を除き、

広告の流布を行ったいかなる人も、広告代理店も、または媒体も、いずれかの虚偽の広告を

流布したことを、または流布せしめたことを理由にこの条項に基づき責任を問われることは

ない。ただし、当該広告の流布を直接的または間接的に生じさせたアメリカ合衆国に居住す

る人または広告代理店の名前と郵送物の送付先となる住所を農務長官の求めにより提供する

ことを当該人または広告代理店が拒絶した場合はこの限りではない。（7 U.S.C. 1575.） 

 

  

                                       
8 1956年7月9日の法律70 Stat. 508、および1958年8月1日の法律72 Stat. 4787により条項を修正。 
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第Ⅲ章 － 外国での商取引9 

 

輸入に関連する禁止事項と手順 

 

条項301.
10 (a) 以下をアメリカ合衆国に輸入することは禁じられている。 

（1）有害な雑草の種子を含んでいる、もしくはラベル表示が誤っているか、誤解を生じさ

せる内容となっている農業用種子または野菜種子 

（2）この法律の第Ⅲ章が適用される種子のスクリーニング（ただし、播種を目的に輸入さ

れたものではなく、クリーニング、処理、または生産を目的に輸入されたものとして

申告される小麦、エン麦、ライ麦、大麦、ソバ、トウモロコシ、ソルガム、ホウキモ

ロコシ、亜麻、アワ、キビ、大豆、ササゲ、フィールドピー、またはフィールドビー

ンには適用されない。） 

（3）該当するインボイスおよびその他のラベル表示にロットの識別情報といずれかの量で

存在している野菜種子の各種類または種類と品種の名称、および全体の５％を超えて

存在している農業種子の各種類または種類と品種が記載されていないとき、ならびに

全体の５％を超えて存在する雑種品種の場合に雑種として指定されないとき、農業用

種子または野菜種子の含有量が10%以上の種子 

（4）それぞれの容器にこの法律の条項402に基づき定められる規則と規定に従って以下の

情報と記述を示すラベルが貼付されていないとき、播種を目的とする、加工済みの農

業用種子またはその混合物、または野菜種子またはその混合物： 

（A）種子がすでに加工されていることを示す言葉、または文言 

（B）当該の加工において使用されるいずれかの物質の一般的に受け入れられている造

語としての化学（一般）名、または省略された化学名 

（C）種子に残留している量の当該の加工において使用された物質が人や他の脊椎動物

にとって有害であるとき、「食品、飼料、または油として利用しないでください」

など、公衆を守る目的で適切な注意書きが農業長官により適宜もたらされる。た

だし、当該規則および規定の中で定義されるように、水銀剤や類似した毒物に関

する注意書きにはどくろ印、ならびに「この種子は毒物を使って加工されていま

す」などの赤文字による文言が示され、その背景をわかりやすいように対照的な

色とするものとする。さらに 

 

                                       
9 1982年10月1日を発効日とし、第Ⅲ章を運営する責任は1982年8月30日付の長官の覚書1030-5により動植物検疫局（APHIS）に

移された。1982年9月28日付の農業販売促進局（AMS）とAPHISの間の覚書では、SM 1030-5の規定を履行するために必要に応じ

て資金、人員、および雑費を移行することが承認されている。 
10 1958年8月1日の法律72 Stat. 478、1966年10月15日の法律80 Stat. 978、およびPub. L. 97-439、96 Stat. 2288により条項

を修正、1983年1月8日承認済み。 

Pub. L. 103-465、108 Stat. 4973、1994年12月8日付の条項451に、他に規定がある場合を除き、アメリカ合衆国に関するWTO

協定が発効する日に有効となるPub. L. 103-465による修正事項が規定されている。（19 U.S.C. 3601注記） 

 

（D）公衆の保護のために妥当であると農業長官により承認された、当該加工において

使用される工程に関する説明。（7 U.S.C. 1581.） 

条項302.
11 (a) この法律の条項402に基づき定められる規則および規定に従い、所有者また

は荷受人に通知を行うことで、財務長官は農務長官にアメリカ合衆国に輸入されている、も

しくは輸入のために供給されている種子とスクリーニングのサンプルを提供するものとする。

さらに、当該サンプルを検査した結果、アメリカ合衆国に輸入するために提供される種子ま

たはスクリーニングがこの章の規定の適用対象であり、この章の規定に準拠していないと思

われるとき、または当該種子のラベル表示が虚偽である、もしくは誤解を生じさせるとき、

当該種子またはスクリーニングの受け入れは拒絶され、財務長官は、農務長官の面前に出頭

し、種子またはスクリーニングが受け入れられるべき理由を提示することができる所有者ま

たは荷受人への供給を拒絶するものとする。受入が拒絶され、当該の拒絶の通知の日付から12

ヶ月以内に所有者または荷受人によって輸出されない種子またはスクリーニングは、この法

律の条項402に基づき規定される規則および規定に従って破棄されるものとする。ただし、財

務長官は、種子をこの法律に準拠させるために再調整されていたり、この法律に基づく政府

の監視のもと破棄されない限り、要求に応じて種子またはスクリーニングの再納入に際して

所有者または荷受人が良好で十分な保税条件を履行するときに、この法律の規定に準拠させ

るために必要なときは種子またはスクリーニングの受け入れに関する決定、および当該の種

子またはスクリーニングを濾す、調整する、ラベル表示する、またはその他の再調整を行う

ための決定を保留し、財務長官が定める規定に従い求められる不履行の場合における遅延弁

済金の支払に備えて、輸入されている、または輸入のために供給されている種子またはスク

リーニングを種子の所有者または荷受人に納入することを許可することができるものとする。

さらに、ただし、この章に基づき種子またはスクリーニングを濾す、調整する、ラベル表示

する、その他の再調整を行うという作業の監視に関連してアメリカ合衆国が被るすべての費

用（アメリカ合衆国の役人または従業員の旅費、日給または必要最低限の生活費、および給

与を含む）は、種子またはスクリーニングの所有者または荷受人によってアメリカ合衆国に

補償されるものとし、当該補償の支払金は、費用が支払われた元となる充当金に戻されるも

のとし、当該費用の金額はこの法律の条項402に基づく共同規定に従って決められ、受け入れ

または納入が拒絶された種子またはスクリーニングの保管、運搬、および作業に関連したす

べての費用は所有者または荷受人によって支払われるものとし、当該の支払が履行されない

ときは当該の所有者または荷受人が将来行う輸入に対して担保権が形成されるものとする。 

（b）契約のもと調整することが可能な種子またはスクリーニングから生じる廃棄物は、この

法律の条項402に基づき定められる規則および規定に従って破棄されるものとする。 

（c）この章の規定は、以下の場合には適用されないものとする。 

                                       
11 1958年8月1日の法律および1966年10月15日の法律80 Stat. 975により条項を修正。後者の法律により、農務長官に統計学的

なサンプリング技術を適用する権限を与える条項が修正された。さらに、1983年1月8日付のPub. L. 97-439、96 Sat. 2288に

より修正される。下位条項(e)が、Pub. L. 100-449、102 Stat. 1868、1988年9月28日によって修正される。その後、

Pub.L.103-465、108 Stat. 4973、1994年12月8日付により下位条項(e)が削除され、下位条項(a)の2つの箇所で「クリーニング、

ラベル表示」の前の「染色」が削除された。脚注10の第二段落を参照すること。 
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第Ⅲ章 － 外国での商取引9 

 

輸入に関連する禁止事項と手順 

 

条項301.
10 (a) 以下をアメリカ合衆国に輸入することは禁じられている。 

（1）有害な雑草の種子を含んでいる、もしくはラベル表示が誤っているか、誤解を生じさ

せる内容となっている農業用種子または野菜種子 

（2）この法律の第Ⅲ章が適用される種子のスクリーニング（ただし、播種を目的に輸入さ

れたものではなく、クリーニング、処理、または生産を目的に輸入されたものとして

申告される小麦、エン麦、ライ麦、大麦、ソバ、トウモロコシ、ソルガム、ホウキモ

ロコシ、亜麻、アワ、キビ、大豆、ササゲ、フィールドピー、またはフィールドビー

ンには適用されない。） 

（3）該当するインボイスおよびその他のラベル表示にロットの識別情報といずれかの量で

存在している野菜種子の各種類または種類と品種の名称、および全体の５％を超えて

存在している農業種子の各種類または種類と品種が記載されていないとき、ならびに

全体の５％を超えて存在する雑種品種の場合に雑種として指定されないとき、農業用

種子または野菜種子の含有量が10%以上の種子 

（4）それぞれの容器にこの法律の条項402に基づき定められる規則と規定に従って以下の

情報と記述を示すラベルが貼付されていないとき、播種を目的とする、加工済みの農

業用種子またはその混合物、または野菜種子またはその混合物： 

（A）種子がすでに加工されていることを示す言葉、または文言 

（B）当該の加工において使用されるいずれかの物質の一般的に受け入れられている造

語としての化学（一般）名、または省略された化学名 

（C）種子に残留している量の当該の加工において使用された物質が人や他の脊椎動物

にとって有害であるとき、「食品、飼料、または油として利用しないでください」

など、公衆を守る目的で適切な注意書きが農業長官により適宜もたらされる。た

だし、当該規則および規定の中で定義されるように、水銀剤や類似した毒物に関

する注意書きにはどくろ印、ならびに「この種子は毒物を使って加工されていま

す」などの赤文字による文言が示され、その背景をわかりやすいように対照的な

色とするものとする。さらに 

 

                                       
9 1982年10月1日を発効日とし、第Ⅲ章を運営する責任は1982年8月30日付の長官の覚書1030-5により動植物検疫局（APHIS）に

移された。1982年9月28日付の農業販売促進局（AMS）とAPHISの間の覚書では、SM 1030-5の規定を履行するために必要に応じ

て資金、人員、および雑費を移行することが承認されている。 
10 1958年8月1日の法律72 Stat. 478、1966年10月15日の法律80 Stat. 978、およびPub. L. 97-439、96 Stat. 2288により条項

を修正、1983年1月8日承認済み。 

Pub. L. 103-465、108 Stat. 4973、1994年12月8日付の条項451に、他に規定がある場合を除き、アメリカ合衆国に関するWTO

協定が発効する日に有効となるPub. L. 103-465による修正事項が規定されている。（19 U.S.C. 3601注記） 

 

（D）公衆の保護のために妥当であると農業長官により承認された、当該加工において

使用される工程に関する説明。（7 U.S.C. 1581.） 

条項302.
11 (a) この法律の条項402に基づき定められる規則および規定に従い、所有者また

は荷受人に通知を行うことで、財務長官は農務長官にアメリカ合衆国に輸入されている、も

しくは輸入のために供給されている種子とスクリーニングのサンプルを提供するものとする。

さらに、当該サンプルを検査した結果、アメリカ合衆国に輸入するために提供される種子ま

たはスクリーニングがこの章の規定の適用対象であり、この章の規定に準拠していないと思

われるとき、または当該種子のラベル表示が虚偽である、もしくは誤解を生じさせるとき、

当該種子またはスクリーニングの受け入れは拒絶され、財務長官は、農務長官の面前に出頭

し、種子またはスクリーニングが受け入れられるべき理由を提示することができる所有者ま

たは荷受人への供給を拒絶するものとする。受入が拒絶され、当該の拒絶の通知の日付から12

ヶ月以内に所有者または荷受人によって輸出されない種子またはスクリーニングは、この法

律の条項402に基づき規定される規則および規定に従って破棄されるものとする。ただし、財

務長官は、種子をこの法律に準拠させるために再調整されていたり、この法律に基づく政府

の監視のもと破棄されない限り、要求に応じて種子またはスクリーニングの再納入に際して

所有者または荷受人が良好で十分な保税条件を履行するときに、この法律の規定に準拠させ

るために必要なときは種子またはスクリーニングの受け入れに関する決定、および当該の種

子またはスクリーニングを濾す、調整する、ラベル表示する、またはその他の再調整を行う

ための決定を保留し、財務長官が定める規定に従い求められる不履行の場合における遅延弁

済金の支払に備えて、輸入されている、または輸入のために供給されている種子またはスク

リーニングを種子の所有者または荷受人に納入することを許可することができるものとする。

さらに、ただし、この章に基づき種子またはスクリーニングを濾す、調整する、ラベル表示

する、その他の再調整を行うという作業の監視に関連してアメリカ合衆国が被るすべての費

用（アメリカ合衆国の役人または従業員の旅費、日給または必要最低限の生活費、および給

与を含む）は、種子またはスクリーニングの所有者または荷受人によってアメリカ合衆国に

補償されるものとし、当該補償の支払金は、費用が支払われた元となる充当金に戻されるも

のとし、当該費用の金額はこの法律の条項402に基づく共同規定に従って決められ、受け入れ

または納入が拒絶された種子またはスクリーニングの保管、運搬、および作業に関連したす

べての費用は所有者または荷受人によって支払われるものとし、当該の支払が履行されない

ときは当該の所有者または荷受人が将来行う輸入に対して担保権が形成されるものとする。 

（b）契約のもと調整することが可能な種子またはスクリーニングから生じる廃棄物は、この

法律の条項402に基づき定められる規則および規定に従って破棄されるものとする。 

（c）この章の規定は、以下の場合には適用されないものとする。 

                                       
11 1958年8月1日の法律および1966年10月15日の法律80 Stat. 975により条項を修正。後者の法律により、農務長官に統計学的

なサンプリング技術を適用する権限を与える条項が修正された。さらに、1983年1月8日付のPub. L. 97-439、96 Sat. 2288に

より修正される。下位条項(e)が、Pub. L. 100-449、102 Stat. 1868、1988年9月28日によって修正される。その後、

Pub.L.103-465、108 Stat. 4973、1994年12月8日付により下位条項(e)が削除され、下位条項(a)の2つの箇所で「クリーニング、

ラベル表示」の前の「染色」が削除された。脚注10の第二段落を参照すること。 
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（1）種子がアメリカ合衆国を経由して保税輸送される場合。または 

（2）農務長官が、種子のいずれかの種類の輸入の実質的な割合が播種以外の目的に使用さ

れている事実を明らかにし、規則と規定によって播種を目的に輸入されない当該種類

の種子を法律の規定の適用から除外することを定める場合。ただし、当該種類種子の

輸入品には、この法律の条項402に基づき定められる規則および規定に従って必要に応

じて輸入される種子の用途を記した申告書が添付されるものとする。（7 U.S.C. 1582） 

（d）種子の輸入を禁じるこの章の規定は、以下の場合に適用されないものとする。 

（1）アメリカ合衆国で成長した種子がいずれかの外国における商取引に受け入れられるこ

となく当該の外国から戻される場合。ただし、この法律の規定402に基づき定められる

規則および規定の中で定められるように十分な証拠があり、種子がアメリカ合衆国に

おいて栽培され、外国における商取引に受け入れられず、他の種子と混ぜ合わせられ

ることがなかったものとする。あるいは、 

（2）販売目的ではなく、実験または育種を目的に播種するために種子が輸入される場合。

ただし、輸入品が実験または育種を目的としていることを保証するため、この法律の

条項402に基づき定められる規則と規定の中で定められるように申告が行われ、輸入量

が制限されるものとする。 

 

一般的な農業用途に該当しない特定の種子 

 

 条項303.
12 公聴会の後に農務長官が、外国のムラサキウマゴヤシまたはムラサキツメクサ

の種子がアメリカ合衆国における一般的な農業用途のために該当しないと判断するときは、

当該長官がその判断、およびその判断を下した理由を公表するものとする。（7 U.S.C. 1585） 

 

禁止行為 

 

 条項304.
13 以下の行為は、不法行為となる。 

（a）以下の販売、もしくは販売のために供給すること。 

（1）播種以外を目的にこの章に基づいて輸入された場合に、播種を目的に種子を販売した

り、販売のために供給すること。 

（2）播種以外を目的にこの章に基づき輸入された場合に、播種を目的に種子のスクリーニ

ングを販売したり、販売のために供給したりすること。または、 

                                       
12 Pub. L. 97-439、96 Stat. 228、1983年1月3日付、輸入された種子に不純物が混ざっている、もしくは播種には不適当であ

ると見なされるときの定義を示す条項303および304（7 U.S.C. 1583および1584）を廃止し、条項305および306をそれぞれ条

項303および304として再指定した。Pub. L. 103-465、108 Stat. 4973の条項441、1994年12月8日付により、ムラサキウマゴヤ

シおよび（または）ムラサキツメクサを含む特定の種子を染色するとの要件に関連する以前の条項303（7 U.S.C. 1585）を削

除し、新しい条項303を挿入した。脚注10の第二段落を参照すること。 
13 1958年8月1日の法律72 Stat. 476により条項を修正。Pub. L. 103-465、108 Stat. 4973の条項441、1994年12月8日付で、

(a)(4)から(7)まで、および下位条項(b)を削除し、以前の下位条項(c)と下位条項(b)を再指定した。脚注10の第二段落を参照

すること。 

 

（3）この法律の規定に基づき、持ち込みが禁止された種子を販売したり、販売のために供

給すること。 

（b）この章が適用される、アメリカ合衆国に輸入されている、または輸入のために供給され

ている種子に関して虚偽の表明、もしくは誤解を生じさせる表明を行うこと。ただし、

当該虚偽の表明、もしくは誤解を生じさせる表明が輸入されている種子、もしくは輸入

のために供給されている種子と外見上区別することができない品種の名前であり、記録

およびその他の該当する事実によって当該人が種子の出荷者が示した区別することがで

きない品種に関する表明を誠実に信頼したことが明らかとなるとき、この下位条項に対

する違反が生じたとは見なされないものとする。（7 U.S.C. 1586.） 
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（1）種子がアメリカ合衆国を経由して保税輸送される場合。または 

（2）農務長官が、種子のいずれかの種類の輸入の実質的な割合が播種以外の目的に使用さ

れている事実を明らかにし、規則と規定によって播種を目的に輸入されない当該種類

の種子を法律の規定の適用から除外することを定める場合。ただし、当該種類種子の

輸入品には、この法律の条項402に基づき定められる規則および規定に従って必要に応

じて輸入される種子の用途を記した申告書が添付されるものとする。（7 U.S.C. 1582） 

（d）種子の輸入を禁じるこの章の規定は、以下の場合に適用されないものとする。 

（1）アメリカ合衆国で成長した種子がいずれかの外国における商取引に受け入れられるこ

となく当該の外国から戻される場合。ただし、この法律の規定402に基づき定められる

規則および規定の中で定められるように十分な証拠があり、種子がアメリカ合衆国に

おいて栽培され、外国における商取引に受け入れられず、他の種子と混ぜ合わせられ

ることがなかったものとする。あるいは、 

（2）販売目的ではなく、実験または育種を目的に播種するために種子が輸入される場合。

ただし、輸入品が実験または育種を目的としていることを保証するため、この法律の

条項402に基づき定められる規則と規定の中で定められるように申告が行われ、輸入量

が制限されるものとする。 

 

一般的な農業用途に該当しない特定の種子 

 

 条項303.
12 公聴会の後に農務長官が、外国のムラサキウマゴヤシまたはムラサキツメクサ

の種子がアメリカ合衆国における一般的な農業用途のために該当しないと判断するときは、

当該長官がその判断、およびその判断を下した理由を公表するものとする。（7 U.S.C. 1585） 

 

禁止行為 

 

 条項304.
13 以下の行為は、不法行為となる。 

（a）以下の販売、もしくは販売のために供給すること。 

（1）播種以外を目的にこの章に基づいて輸入された場合に、播種を目的に種子を販売した

り、販売のために供給すること。 

（2）播種以外を目的にこの章に基づき輸入された場合に、播種を目的に種子のスクリーニ

ングを販売したり、販売のために供給したりすること。または、 

                                       
12 Pub. L. 97-439、96 Stat. 228、1983年1月3日付、輸入された種子に不純物が混ざっている、もしくは播種には不適当であ

ると見なされるときの定義を示す条項303および304（7 U.S.C. 1583および1584）を廃止し、条項305および306をそれぞれ条

項303および304として再指定した。Pub. L. 103-465、108 Stat. 4973の条項441、1994年12月8日付により、ムラサキウマゴヤ

シおよび（または）ムラサキツメクサを含む特定の種子を染色するとの要件に関連する以前の条項303（7 U.S.C. 1585）を削

除し、新しい条項303を挿入した。脚注10の第二段落を参照すること。 
13 1958年8月1日の法律72 Stat. 476により条項を修正。Pub. L. 103-465、108 Stat. 4973の条項441、1994年12月8日付で、

(a)(4)から(7)まで、および下位条項(b)を削除し、以前の下位条項(c)と下位条項(b)を再指定した。脚注10の第二段落を参照

すること。 

 

（3）この法律の規定に基づき、持ち込みが禁止された種子を販売したり、販売のために供

給すること。 

（b）この章が適用される、アメリカ合衆国に輸入されている、または輸入のために供給され

ている種子に関して虚偽の表明、もしくは誤解を生じさせる表明を行うこと。ただし、

当該虚偽の表明、もしくは誤解を生じさせる表明が輸入されている種子、もしくは輸入

のために供給されている種子と外見上区別することができない品種の名前であり、記録

およびその他の該当する事実によって当該人が種子の出荷者が示した区別することがで

きない品種に関する表明を誠実に信頼したことが明らかとなるとき、この下位条項に対

する違反が生じたとは見なされないものとする。（7 U.S.C. 1586.） 
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第Ⅳ章 － 一般規定 

 

任務の委託 

 

 条項401. この法律の規定を理由に農務長官に委託される任務は、同様の効力と効果で、こ

の目的のために当該長官が指定する農務省の職員または機関が遂行することができるものと

する。（7 U.S.C. 1591.） 

 

規則と規定 

 

 条項402. (a) 農務長官は、この条項に規定される他の場合を除き、この法律を有効に施行

するために必要であるとの考えのもと規則および規定を策定するものとする。 

（b）財務長官と農務長官は、共同で、もしくは個別に、この法律の第Ⅲ章を有効に施行する

ために必要であるとの考えのもと規則および規定を策定するものとする。 

（c）この法律に基づく規則または規定の公布に先立ち、連邦公報に公布の目的、およびこれ

に関する公聴会の開催時間と場所を公表することで適切な通知が行われるものとし、当

該の公聴会が開催される後までいかなる規則も規定も公布されないものとする。あらゆ

る規則や規定も、公布において定められる日に効力を発するものとし、当該日は連邦公

報での公表後少なくとも30日経過した後とし、その公布のために定められた方法にて修

正または無効化することができるものとする。（7 U.S.C. 1592.） 

 

基準、テスト、許容範囲 

 

 条項403. (a) この法律の運用に関連して行われる種子のサンプリング、分析、テスト、ま

たは審査は、この法律の条項402に基づき定められた規則および規定に示される方法を使って

行われるものとする。 

（b）農務長官は、規則と規定によって、この法律により言及することが求められる、もしく

は求められる発生割合（％）と比率に関する合理的な許容範囲を定めて公布する権限を

持ち、それを行うように指示される。 

（c）この法律の条項201(b)に従い、農務長官は自身の判断で作物の生産を保護するために最

善であると考えられる時期に、野菜種子のそれぞれの種類について発芽率の合理的な基

準を調査し、決定し、定め、公布する権限を有し、これを行うように指示される。（7 

U.S.C. 1593） 

 

改変の禁止 

 

 条項404. いかなる人も、この法律、またはこの法律に基づき農務長官によって定められ、

 

公布される規則および規定の中で定められるラベルをはがしたり、改変したり、損ねたり、

破壊したりしないものとし、この法律の目的を無効化する可能性がある方法で種子を改変し

たり、置換したりしないものとする。（7 U.S.C. 1594.） 

 

差し押さえ 

 

 条項405. (a) この法律のいずれかの規定に違反して州間の商取引において販売される、輸

送のために供給される、または州間または外国の商取引において輸送されるあらゆる種子に

ついては、当該違反が生じた時点で、もしくは当該違反が生じた後で、情報の名誉棄損に対

する訴訟が提起され、当該種子が見つかったアメリカ合衆国内の区域を管轄する連邦地方裁

判所において有罪が宣告されるものとする。 

（b）裁判所の判決により、この法律の規定を違反するものとして種子について有罪が宣告さ

れる場合、これは以下を通して裁判所により処分される可能性がある。 

（1）販売、または 

（2）所有者が請求者として現れ、裁判費用と手数料、ならびに保管料とその他の適切な費

用を支払い、この法律の規定、およびこの法律に基づき定められ、公布された規則と

規定、または当該の管轄区域の法律に反していずれかの管轄区域で当該種子が販売さ

れることも処分されることもないことを裏付ける良好で十分な保証と共に担保を実行

および供給した後に種子の所有者に供給する。または、 

（3）破棄 

（c）当該種子が販売によって処分される場合、販売による収益から裁判費用および手数料、

ならびに保管料とその他の適切な費用を差し引いた金額が雑収入として財務省に支払わ

れるものとするが、当該種子はこの法律、およびこの法律に基づき定められ、公布され

た規則と規定、または当該の管轄区域の法律に反していずれかの管轄区域で販売された

り処分されたりしないものとする。 

（d）このような名誉棄損訴訟の手続きは、可能な限り早期に海事裁判所における手続きに則

するものとするが、いずれかの当事者が陪審裁判を求めるとき、その手続きはアメリカ

合衆国の訴訟で、アメリカ合衆国の名のもとに行われるものとする。（7 U.S.C. 1595.） 

 

罰 則 

 

 条項406.
14 (a) 故意に、または重大な過失の結果、もしくは関連する事実について知るため

の合理的な努力を怠った結果、この法律のいずれかの規定条件、もしくはこの法律に基づき

制定および公布された規則と規定に違反する人は、軽罪を犯しているものと見なされ、最初

の違反について有罪となった時点で$1,000を超えない罰金を支払うものとし、以降の違反１件

                                       
14民事処罰を加えた1956年7月9日の法律、70 Stat. 508により条項を修正。 
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第Ⅳ章 － 一般規定 

 

任務の委託 

 

 条項401. この法律の規定を理由に農務長官に委託される任務は、同様の効力と効果で、こ

の目的のために当該長官が指定する農務省の職員または機関が遂行することができるものと

する。（7 U.S.C. 1591.） 

 

規則と規定 

 

 条項402. (a) 農務長官は、この条項に規定される他の場合を除き、この法律を有効に施行

するために必要であるとの考えのもと規則および規定を策定するものとする。 

（b）財務長官と農務長官は、共同で、もしくは個別に、この法律の第Ⅲ章を有効に施行する

ために必要であるとの考えのもと規則および規定を策定するものとする。 

（c）この法律に基づく規則または規定の公布に先立ち、連邦公報に公布の目的、およびこれ

に関する公聴会の開催時間と場所を公表することで適切な通知が行われるものとし、当

該の公聴会が開催される後までいかなる規則も規定も公布されないものとする。あらゆ

る規則や規定も、公布において定められる日に効力を発するものとし、当該日は連邦公

報での公表後少なくとも30日経過した後とし、その公布のために定められた方法にて修

正または無効化することができるものとする。（7 U.S.C. 1592.） 

 

基準、テスト、許容範囲 

 

 条項403. (a) この法律の運用に関連して行われる種子のサンプリング、分析、テスト、ま

たは審査は、この法律の条項402に基づき定められた規則および規定に示される方法を使って

行われるものとする。 

（b）農務長官は、規則と規定によって、この法律により言及することが求められる、もしく

は求められる発生割合（％）と比率に関する合理的な許容範囲を定めて公布する権限を

持ち、それを行うように指示される。 

（c）この法律の条項201(b)に従い、農務長官は自身の判断で作物の生産を保護するために最

善であると考えられる時期に、野菜種子のそれぞれの種類について発芽率の合理的な基

準を調査し、決定し、定め、公布する権限を有し、これを行うように指示される。（7 

U.S.C. 1593） 

 

改変の禁止 

 

 条項404. いかなる人も、この法律、またはこの法律に基づき農務長官によって定められ、

 

公布される規則および規定の中で定められるラベルをはがしたり、改変したり、損ねたり、

破壊したりしないものとし、この法律の目的を無効化する可能性がある方法で種子を改変し

たり、置換したりしないものとする。（7 U.S.C. 1594.） 

 

差し押さえ 

 

 条項405. (a) この法律のいずれかの規定に違反して州間の商取引において販売される、輸

送のために供給される、または州間または外国の商取引において輸送されるあらゆる種子に

ついては、当該違反が生じた時点で、もしくは当該違反が生じた後で、情報の名誉棄損に対

する訴訟が提起され、当該種子が見つかったアメリカ合衆国内の区域を管轄する連邦地方裁

判所において有罪が宣告されるものとする。 

（b）裁判所の判決により、この法律の規定を違反するものとして種子について有罪が宣告さ

れる場合、これは以下を通して裁判所により処分される可能性がある。 

（1）販売、または 

（2）所有者が請求者として現れ、裁判費用と手数料、ならびに保管料とその他の適切な費

用を支払い、この法律の規定、およびこの法律に基づき定められ、公布された規則と

規定、または当該の管轄区域の法律に反していずれかの管轄区域で当該種子が販売さ

れることも処分されることもないことを裏付ける良好で十分な保証と共に担保を実行

および供給した後に種子の所有者に供給する。または、 

（3）破棄 

（c）当該種子が販売によって処分される場合、販売による収益から裁判費用および手数料、

ならびに保管料とその他の適切な費用を差し引いた金額が雑収入として財務省に支払わ

れるものとするが、当該種子はこの法律、およびこの法律に基づき定められ、公布され

た規則と規定、または当該の管轄区域の法律に反していずれかの管轄区域で販売された

り処分されたりしないものとする。 

（d）このような名誉棄損訴訟の手続きは、可能な限り早期に海事裁判所における手続きに則

するものとするが、いずれかの当事者が陪審裁判を求めるとき、その手続きはアメリカ

合衆国の訴訟で、アメリカ合衆国の名のもとに行われるものとする。（7 U.S.C. 1595.） 

 

罰 則 

 

 条項406.
14 (a) 故意に、または重大な過失の結果、もしくは関連する事実について知るため

の合理的な努力を怠った結果、この法律のいずれかの規定条件、もしくはこの法律に基づき

制定および公布された規則と規定に違反する人は、軽罪を犯しているものと見なされ、最初

の違反について有罪となった時点で$1,000を超えない罰金を支払うものとし、以降の違反１件

                                       
14民事処罰を加えた1956年7月9日の法律、70 Stat. 508により条項を修正。 
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につき＄2,000を超えない罰金を支払うものとする。 

 (b) この法律のいずれかの規定条項、もしくはこの法律に基づき制定および公布された規則

と規定に違反する人は、違反１件につきアメリカ合衆国に＄25以上、＄500以下の金額を没収

されるものとし、この罰金はアメリカ合衆国の名のもと行われる民事裁判において取り戻す

ことが可能であるものとする。（7 U.S.C. 1596.） 

 条項407. この法律の規定条項を解釈し、実行するとき、いずれかの人、パートナーシップ、

法人、会社、協会、または組合の代理を務める、またはそれらによって雇用されるあらゆる

公務員、代理人、またはその他の人の行為、不作為、または過失はいずれの場合も当該人、

パートナーシップ、法人、会社、協会、組合、または雇用される人の行為、不作為、または

過失であるものと見なされるものとする。（7 U.S.C. 1597.） 

 条項408. 刑事訴訟の手続きを開始するためにこの法律に対する違反行為が農務長官により

アメリカ合衆国のいずれかの弁護士に報告される前に、当該訴訟の適用が予測される人には

適切な通知、ならびに口頭または書面により当該訴訟に関する自身の見解を提示するための

機会がもたらされるものとする。（7 U.S.C. 1598.） 

 

停止訴訟 

 

 条項409.
15 (a) 農務長官が、ある人がこの法律のいずれかの規定条件、もしくはこの法律に

基づき制定および公布されたいずれかの規則および規定に違反した、もしくは違反している

と判断するに足る理由を持つとき、農務長官は当該人について書面にて苦情を提起し、この

ことに関して当該人が負う責任を述べ、当該人に当該苦情が提起されてから少なくとも30日経

過した後に指定された時刻と場所で行われる聴聞に出席して証言をするように求める。 

 そして、農務長官が定める規定に従い、当該時刻と場所において、当該人に対して提示さ

れる証拠について情報が提供され（反対尋問の権利を含む）、直接的に、または弁護士によ

り、および証人を経由して聴聞を受けるための合理的な機会がもたらされるものとする。聴

聞が終了する以前のいずれかの時期に、農務長官は苦情の内容を修正することができる。し

かし、新しい規定を加える修正の場合、当該人の求めに応じて聴聞の開催は15日を超えない期

間にわたり中断することができるものとする。 

（b）当該聴聞の後、当該人がこの法律の規定条件、または規則および規定に違反した、もし

くは違反していることを農務長官が知った場合、農務長官は報告書を作成し、その中で

事実について自身が知ったことを記述し、当該人が当該違反行為を継続することを停止

するように求める命令を当該人に対して出す、もしくは出させるものとする。聴聞で得

られた証言は書面に残されて記録され、農務省に保管されるものとする。 

（c）条項410において規定されるように、当該聴聞の記録が控訴裁判所に提出されるまで、農

                                       
15 1948年6月25日の法律62 Stat. 991、1949年5月24日の法律63 Stat. 107、1958年8月28日の法律72 Stat. 949、および1960年6

月11日の法律74 Stat. 200により条項を修正。 

 

務長官はいつでも当該通知について、自身が適切であると考える方法にて、ただし当該

人が聴聞を受けるための合理的な機会が与えられた後で、報告書または命令の全体また

は一部を修正したり、保留したりすることができるものとする。 

（d）この条項に基づく農務長官の苦情、命令、およびその他のプロセスには、（1）その副本

を該当する人、該当するパートナーシップのいずれかのメンバー、または該当する法人

の社長、秘書、またはその他の執行役員または取締役に供給することで、または（2）

当該人、パートナーシップ、または法人の主な事業所または事業地にその副本を届ける

ことで、または（3）その副本を書留郵便、または配達証明付郵便にて当該の人、パー

トナーシップ、または法人の最も新しい主な事業所または事業地に郵送することで、農

務長官により正当な権限が与えられたいずれかの人が対応することができる。当該苦情、

命令、または当該命令の方法を記したその他のプロセスに対応する人による証明済み返

信はその証拠となり、上記のように書留郵便、または配達証明郵便にて郵送された当該

苦情、命令、またはその他のプロセスに関する郵便局による領収書の返信はその対応の

証拠となるものとする。（7 U.S.C. 1599.） 

 条項410.
16 対応の後、30日以内に自分が居住する、もしくは主たる事業所を有する区域を管

轄する巡回控訴裁判所の書記官に書面にて当該長官の命令を請願書の中に記す方法にて保留

する、もしくは改変するように請願を行い、当該裁判所が決定する金額を支払う約束を添え、

当該裁判所の指示があるときは手続きにかかる費用を当該人が支払うことを条件として当該

人が控訴を行わない限り、条項409に基づき行われた命令は最終的かつ決定的なものであるも

のとする。 

 アメリカ合衆国法律州第28章の条項2112の規定に従い、当該裁判所の書記官は直ちに当該請

願書の副本を当該長官に送り、これにより当該長官は当該手続きの記録にそれを残すものと

する。それらの記録が残される前に、当該長官が自身の報告または命令を修正したり、保留

したりする場合、請願人は当該長官に通知を行うことで当該裁判所が決定する時間内に請願

書を修正することができるものとする。 

 当該請願が行われた後であればいつでも、当該裁判所は当該長官の申請を受けて、自身が

適切であると判断する範囲で当該人、その取締役、役員、代理人、および従業員が控訴の最

終的な判断を待つ命令のいずれかの規定に違反するのを静止する一時的な禁止命令を発する

ことができるものとする。 

 上記のように記録の一部として採用される、または受け入れられて記録される証拠は、裁

判所により当該事案の証拠として見なされるものとする。控訴裁判所におけるそのような事

案の手続きは優先的な訴訟理由とされ、あらゆる方法によって迅速に処理されるものとする。 

 当該裁判所は、当該長官の命令を支持し、改変し、または保留することができるものとす

る。公正で適切な事案の処理を行うには追加の証拠を採用する必要があると当該裁判所が判

                                       
16 1948年6月25日の法律62 Stat. 991、1949年5月24日の法律63 Stat. 107、1958年8月28日の法律72 Stat. 949による条項の修

正。 
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につき＄2,000を超えない罰金を支払うものとする。 

 (b) この法律のいずれかの規定条項、もしくはこの法律に基づき制定および公布された規則

と規定に違反する人は、違反１件につきアメリカ合衆国に＄25以上、＄500以下の金額を没収

されるものとし、この罰金はアメリカ合衆国の名のもと行われる民事裁判において取り戻す

ことが可能であるものとする。（7 U.S.C. 1596.） 

 条項407. この法律の規定条項を解釈し、実行するとき、いずれかの人、パートナーシップ、

法人、会社、協会、または組合の代理を務める、またはそれらによって雇用されるあらゆる

公務員、代理人、またはその他の人の行為、不作為、または過失はいずれの場合も当該人、

パートナーシップ、法人、会社、協会、組合、または雇用される人の行為、不作為、または

過失であるものと見なされるものとする。（7 U.S.C. 1597.） 

 条項408. 刑事訴訟の手続きを開始するためにこの法律に対する違反行為が農務長官により

アメリカ合衆国のいずれかの弁護士に報告される前に、当該訴訟の適用が予測される人には

適切な通知、ならびに口頭または書面により当該訴訟に関する自身の見解を提示するための

機会がもたらされるものとする。（7 U.S.C. 1598.） 

 

停止訴訟 

 

 条項409.
15 (a) 農務長官が、ある人がこの法律のいずれかの規定条件、もしくはこの法律に

基づき制定および公布されたいずれかの規則および規定に違反した、もしくは違反している

と判断するに足る理由を持つとき、農務長官は当該人について書面にて苦情を提起し、この

ことに関して当該人が負う責任を述べ、当該人に当該苦情が提起されてから少なくとも30日経

過した後に指定された時刻と場所で行われる聴聞に出席して証言をするように求める。 

 そして、農務長官が定める規定に従い、当該時刻と場所において、当該人に対して提示さ

れる証拠について情報が提供され（反対尋問の権利を含む）、直接的に、または弁護士によ

り、および証人を経由して聴聞を受けるための合理的な機会がもたらされるものとする。聴

聞が終了する以前のいずれかの時期に、農務長官は苦情の内容を修正することができる。し

かし、新しい規定を加える修正の場合、当該人の求めに応じて聴聞の開催は15日を超えない期

間にわたり中断することができるものとする。 

（b）当該聴聞の後、当該人がこの法律の規定条件、または規則および規定に違反した、もし

くは違反していることを農務長官が知った場合、農務長官は報告書を作成し、その中で

事実について自身が知ったことを記述し、当該人が当該違反行為を継続することを停止

するように求める命令を当該人に対して出す、もしくは出させるものとする。聴聞で得

られた証言は書面に残されて記録され、農務省に保管されるものとする。 

（c）条項410において規定されるように、当該聴聞の記録が控訴裁判所に提出されるまで、農

                                       
15 1948年6月25日の法律62 Stat. 991、1949年5月24日の法律63 Stat. 107、1958年8月28日の法律72 Stat. 949、および1960年6

月11日の法律74 Stat. 200により条項を修正。 

 

務長官はいつでも当該通知について、自身が適切であると考える方法にて、ただし当該

人が聴聞を受けるための合理的な機会が与えられた後で、報告書または命令の全体また

は一部を修正したり、保留したりすることができるものとする。 

（d）この条項に基づく農務長官の苦情、命令、およびその他のプロセスには、（1）その副本

を該当する人、該当するパートナーシップのいずれかのメンバー、または該当する法人

の社長、秘書、またはその他の執行役員または取締役に供給することで、または（2）

当該人、パートナーシップ、または法人の主な事業所または事業地にその副本を届ける

ことで、または（3）その副本を書留郵便、または配達証明付郵便にて当該の人、パー

トナーシップ、または法人の最も新しい主な事業所または事業地に郵送することで、農

務長官により正当な権限が与えられたいずれかの人が対応することができる。当該苦情、

命令、または当該命令の方法を記したその他のプロセスに対応する人による証明済み返

信はその証拠となり、上記のように書留郵便、または配達証明郵便にて郵送された当該

苦情、命令、またはその他のプロセスに関する郵便局による領収書の返信はその対応の

証拠となるものとする。（7 U.S.C. 1599.） 

 条項410.
16 対応の後、30日以内に自分が居住する、もしくは主たる事業所を有する区域を管

轄する巡回控訴裁判所の書記官に書面にて当該長官の命令を請願書の中に記す方法にて保留

する、もしくは改変するように請願を行い、当該裁判所が決定する金額を支払う約束を添え、

当該裁判所の指示があるときは手続きにかかる費用を当該人が支払うことを条件として当該

人が控訴を行わない限り、条項409に基づき行われた命令は最終的かつ決定的なものであるも

のとする。 

 アメリカ合衆国法律州第28章の条項2112の規定に従い、当該裁判所の書記官は直ちに当該請

願書の副本を当該長官に送り、これにより当該長官は当該手続きの記録にそれを残すものと

する。それらの記録が残される前に、当該長官が自身の報告または命令を修正したり、保留

したりする場合、請願人は当該長官に通知を行うことで当該裁判所が決定する時間内に請願

書を修正することができるものとする。 

 当該請願が行われた後であればいつでも、当該裁判所は当該長官の申請を受けて、自身が

適切であると判断する範囲で当該人、その取締役、役員、代理人、および従業員が控訴の最

終的な判断を待つ命令のいずれかの規定に違反するのを静止する一時的な禁止命令を発する

ことができるものとする。 

 上記のように記録の一部として採用される、または受け入れられて記録される証拠は、裁

判所により当該事案の証拠として見なされるものとする。控訴裁判所におけるそのような事

案の手続きは優先的な訴訟理由とされ、あらゆる方法によって迅速に処理されるものとする。 

 当該裁判所は、当該長官の命令を支持し、改変し、または保留することができるものとす

る。公正で適切な事案の処理を行うには追加の証拠を採用する必要があると当該裁判所が判

                                       
16 1948年6月25日の法律62 Stat. 991、1949年5月24日の法律63 Stat. 107、1958年8月28日の法律72 Stat. 949による条項の修

正。 
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断する場合、当該裁判所は当該裁判所が適切であると考える方法と規定条件に基づいて当該

証拠の採用のため審問の再開を命令するものとする。当該長官は、採用された追加的な証拠

を理由に事実に関する調査結果を変更したり、新しい調査結果を得たりすることができるも

のとし、当該追加的な証拠を返却することで当該改変された、または新しい調査結果、なら

びに存在するときは自身の命令の改変や棚上げに関する自身の推奨事項を記録に残すものと

する。 

 当該控訴裁判所が当該長官の命令を支持する、もしくは改変する場合、その判決は、当該

人、その取締役、役員、代理人、および従業員が当該の命令、または改変された当該の命令

の規定に違反するのを静止する一時的な禁止命令として機能するものとする。（7 U.S.C. 

1600.） 

 条項411.
17 条項409に基づき発せられた命令の対象となる人が当該の命令に従うのを怠る場

合、アメリカ合衆国法律集第28章の条項2112の規定に従い、農務長官は、あるいはアメリカ合

衆国は司法長官を通して、命令が発せられた対象となる人が居住する、または主たる事業所

を保有している区域を管轄するアメリカ合衆国の控訴裁判所に命令の執行を申請することが

でき、当該の手続きの記録を残すものとする。当該申請を受けて、当該裁判所はこれに関す

る通知を発せられた命令の対象となる人に行うものとする。検討の対象となる証拠、従うべ

き手続き、および裁判所の管轄区域は、命令を保留する、もしくは改変するための申請に関

する条項410に規定されるものと同じであるものとする。このような事案の手続きは優先的な

訴訟理由とされ、あらゆる方法によって迅速に処理されるものとする。（7 U.S.C. 1601） 

 

訴訟手続きの分離可能性 

 

 条項412.
18 条項405、406、409、410、および411の中で規定されるいずれかの手続きの開始

は、同じ訴因に関する下位条項406(a)および(b)の両方に基づき訴訟が開始されない場合を除

き、他の訴訟の開始を妨げることはないものとする。適切な書面による通知または警告を発

することで公益のために適切に役立つと農務長官が考えるのであれば、この法律、またはこ

の法律に基づき制定および公布される規則および規定の軽微な違反について、この法律に含

まれるいかなる事項も、農務長官に民事制裁の訴訟、名誉棄損の訴訟、停止命令の遂行また

は開始を推奨しているものとは解釈されない。（7 U.S.C. 1602.） 

 条項413. (a) この法律の中で許可される作業を続行する際に、農務長官、または農務長官

がその目的のために指名するいずれかの役人または従業員は、聴聞会を開き、宣誓を行い、

召喚状を発し、証人を尋問し、処分を行い、帳簿、記録、アカウント、覚書、および書類の

作成を求め、事業所および倉庫の敷地に立ち入るための権限を有するものとする。召喚に応

えていずれかの人が出頭する、証言する、または関連する帳簿、記録、アカウント、覚書、

                                       
17前記と同じ箇所 
18 1956年7月9日の法律70 Stat. 508により条項を修正。 

 

または書類を提示することを拒絶する場合、あるいは敷地への立ち入りを許可することを拒

絶する場合、適切なアメリカ合衆国連邦地方裁判所はそれらに従うことを強制する権限を有

する。 

 (b) 当該長官、または当該長官が指定するいずれかの役人または従業員のもとに出頭するよ

うに呼ばれる証人には、アメリカ合衆国の裁判所が証人に支払っている金額と同じ料金と旅

費が支払われ、宣誓証言を行う証人、および同じく宣誓証言を行う人は個別に、アメリカ合

衆国の裁判所で同様の作業を行う場合に支払われる金額と同じ金額を受け取る権利を有する。

（7 U.S.C. 1603.） 

 

公 告 

 

 条項414. いずれの場合もこの法律に基づき裁判所の判決が下された後、もしくは停止命令

が発せられた後、その通知がこの法律に基づき制定および公布される規則および規定の中で

定められる方法の公告により通知が行われるものとする。（7 U.S.C. 1604.） 

 

充当の許可 

 

 条項415.
19 (a) この法律により、この法律を運用するために必要となる費用は、他に充当さ

れていない財務省の資金から充当することが許可される。 

 (b) この法律を実行するため充当される資金は、農務長官により農務省の事務局および事務

所に割り当てられ、農務長官が関連して遂行される、もしくは遂行される予定のサービスを

遂行する際の支援または協力を要請する政府の他の部門および機関に移行することができる

ものとする。 

 当該充当について規定される制限の範囲内でこの許可に基づき行われる充当は、議会が国

際的な種子の取引の利益において必要であると判断する可能性がある種子の分析またはその

他の主題に関連する問題点に関して順守するさまざまな政府の作業を相互に関連付ける計画

を遂行する際に、国際種子試験会議のアメリカ合衆国の支出分から支払うことができるもの

とする。（7 U.S.C. 1605.） 

 

支出に関する権限 

 

 条項416. 農務長官は、この法律の運用に必要な種子の処理、バルキング、混合、サンプリ

ング、試験、および売買の方法を開発するために必要な報告を含む、コロンビア特別区外に

おける賃借、印刷、製本、電話、参考書、発行、家具類、文具類、事務所と研究室の設備、

移動、およびその他の供給品についての支出、コロンビア特別区などにおいて必要な支出、

                                       
19 1944年9月21日の法律58 Stat. 741により条項を修正。 
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断する場合、当該裁判所は当該裁判所が適切であると考える方法と規定条件に基づいて当該

証拠の採用のため審問の再開を命令するものとする。当該長官は、採用された追加的な証拠

を理由に事実に関する調査結果を変更したり、新しい調査結果を得たりすることができるも

のとし、当該追加的な証拠を返却することで当該改変された、または新しい調査結果、なら

びに存在するときは自身の命令の改変や棚上げに関する自身の推奨事項を記録に残すものと

する。 

 当該控訴裁判所が当該長官の命令を支持する、もしくは改変する場合、その判決は、当該

人、その取締役、役員、代理人、および従業員が当該の命令、または改変された当該の命令

の規定に違反するのを静止する一時的な禁止命令として機能するものとする。（7 U.S.C. 

1600.） 

 条項411.
17 条項409に基づき発せられた命令の対象となる人が当該の命令に従うのを怠る場

合、アメリカ合衆国法律集第28章の条項2112の規定に従い、農務長官は、あるいはアメリカ合

衆国は司法長官を通して、命令が発せられた対象となる人が居住する、または主たる事業所

を保有している区域を管轄するアメリカ合衆国の控訴裁判所に命令の執行を申請することが

でき、当該の手続きの記録を残すものとする。当該申請を受けて、当該裁判所はこれに関す

る通知を発せられた命令の対象となる人に行うものとする。検討の対象となる証拠、従うべ

き手続き、および裁判所の管轄区域は、命令を保留する、もしくは改変するための申請に関

する条項410に規定されるものと同じであるものとする。このような事案の手続きは優先的な

訴訟理由とされ、あらゆる方法によって迅速に処理されるものとする。（7 U.S.C. 1601） 

 

訴訟手続きの分離可能性 

 

 条項412.
18 条項405、406、409、410、および411の中で規定されるいずれかの手続きの開始

は、同じ訴因に関する下位条項406(a)および(b)の両方に基づき訴訟が開始されない場合を除

き、他の訴訟の開始を妨げることはないものとする。適切な書面による通知または警告を発

することで公益のために適切に役立つと農務長官が考えるのであれば、この法律、またはこ

の法律に基づき制定および公布される規則および規定の軽微な違反について、この法律に含

まれるいかなる事項も、農務長官に民事制裁の訴訟、名誉棄損の訴訟、停止命令の遂行また

は開始を推奨しているものとは解釈されない。（7 U.S.C. 1602.） 

 条項413. (a) この法律の中で許可される作業を続行する際に、農務長官、または農務長官

がその目的のために指名するいずれかの役人または従業員は、聴聞会を開き、宣誓を行い、

召喚状を発し、証人を尋問し、処分を行い、帳簿、記録、アカウント、覚書、および書類の

作成を求め、事業所および倉庫の敷地に立ち入るための権限を有するものとする。召喚に応

えていずれかの人が出頭する、証言する、または関連する帳簿、記録、アカウント、覚書、

                                       
17前記と同じ箇所 
18 1956年7月9日の法律70 Stat. 508により条項を修正。 

 

または書類を提示することを拒絶する場合、あるいは敷地への立ち入りを許可することを拒

絶する場合、適切なアメリカ合衆国連邦地方裁判所はそれらに従うことを強制する権限を有

する。 

 (b) 当該長官、または当該長官が指定するいずれかの役人または従業員のもとに出頭するよ

うに呼ばれる証人には、アメリカ合衆国の裁判所が証人に支払っている金額と同じ料金と旅

費が支払われ、宣誓証言を行う証人、および同じく宣誓証言を行う人は個別に、アメリカ合

衆国の裁判所で同様の作業を行う場合に支払われる金額と同じ金額を受け取る権利を有する。

（7 U.S.C. 1603.） 

 

公 告 

 

 条項414. いずれの場合もこの法律に基づき裁判所の判決が下された後、もしくは停止命令

が発せられた後、その通知がこの法律に基づき制定および公布される規則および規定の中で

定められる方法の公告により通知が行われるものとする。（7 U.S.C. 1604.） 

 

充当の許可 

 

 条項415.
19 (a) この法律により、この法律を運用するために必要となる費用は、他に充当さ

れていない財務省の資金から充当することが許可される。 

 (b) この法律を実行するため充当される資金は、農務長官により農務省の事務局および事務

所に割り当てられ、農務長官が関連して遂行される、もしくは遂行される予定のサービスを

遂行する際の支援または協力を要請する政府の他の部門および機関に移行することができる

ものとする。 

 当該充当について規定される制限の範囲内でこの許可に基づき行われる充当は、議会が国

際的な種子の取引の利益において必要であると判断する可能性がある種子の分析またはその

他の主題に関連する問題点に関して順守するさまざまな政府の作業を相互に関連付ける計画

を遂行する際に、国際種子試験会議のアメリカ合衆国の支出分から支払うことができるもの

とする。（7 U.S.C. 1605.） 

 

支出に関する権限 

 

 条項416. 農務長官は、この法律の運用に必要な種子の処理、バルキング、混合、サンプリ

ング、試験、および売買の方法を開発するために必要な報告を含む、コロンビア特別区外に

おける賃借、印刷、製本、電話、参考書、発行、家具類、文具類、事務所と研究室の設備、

移動、およびその他の供給品についての支出、コロンビア特別区などにおいて必要な支出、

                                       
19 1944年9月21日の法律58 Stat. 741により条項を修正。 
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および議会にとって適切な支出を行わせる権限を有する。（7 U.S.C. 1606.） 

 

協 力 

 

 条項417. 農務長官は、1つ以上の管轄区域でこの法律の規定を遂行する際に、連邦政府の他

の部門または機関、またはいずれかの州、領土、区域、または属領、あるいはその部門、機

関、または政府の下部機関、あるいは生産、取引、または消費を行う組織と協力する権限を

有する。（7 U.S.C. 1607.） 

 

規定の分離可能性 

 

 条項418. この法律のいずれかの規定、あるいはいずれかの人または状況へのその適用が無

効であるとされても、この法律の残りの部分、および当該規定の他の人または状況に影響が

及ぶことはないものとする。（7 U.S.C. 1608.） 

 

無効化 

 

 条項419. 1912年8月24日に承認され、1916年8月11日に修正され、1926年4月26日修正された

不純物が混ざっている種子の輸入に関する法律（7 U.S.C.、111-116を含む）は、この法律が

通過した後、180日目に廃止されるものとする。ただし、1912年8月24日に承認された不純物が

混ざっている種子を輸入する権限に基づき農務長官により公布され、修正され（7 U.S.C.、

111-116を含む）、効力を持たない輸入されたムラサキウマゴヤシまたはムラサキツメクサの

種子に関する通知は、この法律に基づき公布されたかの如く同じ効力と有効性を持ち続ける

ものとする。（7 U.S.C. 1609.） 

 

発効日 

 

 条項420. この法律は、農業用種子と野菜種子の輸入の場合、成立後180日目に効力を発し、

州間の商取引の対象となる野菜種子の場合は、成立後1年経過した時点で効力を発し、条項401、
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第Ⅴ章 － 保護品種の証明されていない種子の販売 

 

 条項501.
20 植物品種保護法に基づく植物品種保護証書によって証明種子として販売するこ

とが指定されている品種の場合、アメリカ合衆国、州間の商取引、あるいは外国での商取引

において、販売または広告を目的に、品種の名前で、正式な種子の認定機関により認定され

ていない種子を販売したり、供給したりすることは不法であるものとする。ただし、認定を

受けたロットの種子が品種の所有者の承認によって、または承認をもって混合物の中で使用

されるとき、品種の名前をラベルに表示することができるものとする。 

 

                                       
20 1970年12月24日に承認されたPub. L. 91-577、84 Stat. 1588により条項501を追加。1981年12月22日に承認されたPub. L. 

97-98, 95 Stat. 1272により条項501を修正。 
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97-98, 95 Stat. 1272により条項501を修正。 




